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桂川町告示第115号 

 令和３年第３回桂川町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和３年８月20日 

                                桂川町長 井上 利一 

１ 期 日  令和３年９月３日 

２ 場 所  桂川町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

原中 政燧君          林  英明君 

柴田 正彦君          杉村 明彦君 

大塚 和佳君          澤川茗代子君 

北原 裕丈君          下川 康弘君 

竹本 慶澤君          青柳 久善君 

────────────────────────────── 

○９月21日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○９月22日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和３年 第３回（定例）桂 川 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和３年９月３日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和３年９月３日  午前10時00分開会 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）教育環境整備について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 承認第11号 令和３年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号） 

 日程第７ 議案第24号 桂川町営住宅二反田団地Ｂ棟建築工事請負契約の締結 

 日程第８ 議案第25号 桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（１工区）請負契

約の締結 

 日程第９ 議案第26号 桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（２工区）請負契

約の締結 

 日程第10 議案第27号 桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更 

 日程第11 議案第28号 桂川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第12 議案第29号 財産の処分 

 日程第13 議案第30号 令和３年度桂川町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第14 議案第31号 令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第15 議案第32号 令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第16 議案第33号 令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第34号 令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第18 認定第１号 令和２年度桂川町一般会計歳入歳出決算の認定 

 日程第19 認定第２号 令和２年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定 

 日程第20 認定第３号 令和２年度桂川町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定 
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 日程第21 認定第４号 令和２年度桂川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第22 認定第５号 令和２年度桂川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第23 一般会計・特別会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第24 認定第６号 令和２年度桂川町水道事業会計決算の認定 

 日程第25 水道事業会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第26 報告第５号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解 

 日程第27 報告第６号 健全化判断比率の報告 

 日程第28 報告第７号 資金不足比率の報告 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）教育環境整備について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 承認第11号 令和３年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号） 

 日程第７ 議案第24号 桂川町営住宅二反田団地Ｂ棟建築工事請負契約の締結 

 日程第８ 議案第25号 桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（１工区）請負契

約の締結 

 日程第９ 議案第26号 桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（２工区）請負契

約の締結 

 日程第10 議案第27号 桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更 

 日程第11 議案第28号 桂川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第12 議案第29号 財産の処分 

 日程第13 議案第30号 令和３年度桂川町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第14 議案第31号 令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第15 議案第32号 令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第16 議案第33号 令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第34号 令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（第１号） 
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 日程第18 認定第１号 令和２年度桂川町一般会計歳入歳出決算の認定 

 日程第19 認定第２号 令和２年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定 

 日程第20 認定第３号 令和２年度桂川町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第21 認定第４号 令和２年度桂川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第22 認定第５号 令和２年度桂川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

 日程第23 一般会計・特別会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第24 認定第６号 令和２年度桂川町水道事業会計決算の認定 

 日程第25 水道事業会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

 日程第26 報告第５号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解 

 日程第27 報告第６号 健全化判断比率の報告 

 日程第28 報告第７号 資金不足比率の報告 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 原中 政燧君       ２番 林  英明君 

３番 柴田 正彦君       ４番 杉村 明彦君 

５番 大塚 和佳君       ６番 澤川茗代子君 

７番 北原 裕丈君       ８番 下川 康弘君 

９番 竹本 慶澤君       10番 青柳 久善君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

         事務局長 神﨑 博和君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  井上 利一君   副町長  山邉 久長君 

教育長  大庭 公正君   総務課長  横山 由枝君 

企画財政課長  小平 知仁君   建設事業課長  原中  康君 

住民課長兼会計管理者  北原 義識君   税務課長  秦  俊一君 
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保険環境課長  永松 俊英君   健康福祉課長  川野 寛明君 

産業振興課長  小金丸卓哉君   子育て支援課長  江藤 栄次君 

水道課長  山本  博君   学校教育課長  平井登志子君 

社会教育課長  原田 紀昭君   王塚装飾古墳館長  尾園  晃君 

社会教育課長補佐  吉貝 英貴君                      

 

午前10時00分開会 

○議長（原中 政燵君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、令和３年第３回桂川町議会定

例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．署名議員の指名 

○議長（原中 政燵君）  会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、６番、澤川茗代子君、７番、北

原裕丈君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（原中 政燵君）  会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２０日間にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２２日までの

２０日間に決定しました。 

 これより、町長に行政報告及び提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  おはようございます。 

 ９月に入り、朝夕は秋の気配が感じられるようになりました。 

 今年の夏は、８月１１日から長期間に及ぶ異例の大雨となり、九州地区をはじめ広い範囲で甚

大な被害が発生しました。幸い本町では大きな被害はなく、安堵したところです。被災された皆

様には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早く平穏な生活を取り戻していただくこと

を祈念する次第でございます。 

 また、全国的にも新型コロナウイルスの感染に歯止めがかからず、福岡県においても、１日の
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感染者が１,０００人を超える日が続出し、８月２０日から４回目の緊急事態宣言が発令されま

した。 

 本町においても、若い人たちの罹患者が急激に増加し、８月の感染者数が７８人を数えるなど、

危機的な状況にあると認識しています。 

 このため、本町では、感染防止対策の徹底とワクチンの早期接種に努め、８月末現在の全体の

接種率は５６％となっています。また、６５歳以上の接種率は９２％を超えていますが、１２歳

から６４歳の接種率は３４％であり、今後、若い人のワクチンの早期接種を推進するとともに、

さらなる感染防止対策の徹底に努めてまいります。 

 なお、福岡県が計画しています桂川町総合体育館での集団接種につきましては、９月１６日か

ら１０月２８日までの毎週火、木、土曜日が予定されています。対象者や予約の方法等について

は、県のホームページを見ていただくか、またはコールセンターに問い合わせていただきますよ

うお願いします。 

 さて、本日は、令和３年第３回桂川町議会定例会を開催しましたところ、議員の皆様には、公

私とも大変お忙しい中にもかかわりませず、ご出席をいただき、心から感謝申し上げます。 

 それでは、これまでの主な行政報告及び本日提案いたします議案等の提案理由について御説明

いたします。 

 初めに、防災体制の強化を図るため、桂川町災害ボランティアセンター設置及び運営に関する

協定を７月１６日付で桂川町社会福祉協議会と、また、災害時における物資の調達及び供給に関

する協定を、８月４日付で株式会社グッデイ及び株式会社ナフコと締結しました。引き続き、災

害時に備え、防災協定等の締結に努めてまいります。 

 次に、今年度から新たに開始しました、桂川町移住定住奨励金等交付事業につきましては、

８月末までに２３件の申請を受け付けています。制度上の対象見込み件数は８２件で、本町への

移住・定住に感謝するとともに、移住者、定住者のまちづくり、地域づくりへの参画を推進して

いきたいと考えています。 

 次に、現在、ＪＲ桂川駅の北口に乗り入れている公共交通のうち、西鉄バスと嘉麻市バスの乗

り入れが、１０月から桂川駅南口に変更されます。このことにより、西鉄バスが運行するバスの

大きさが中型（定員６２人）から大型（定員７３人）に変更可能となり、輸送人員の増加が期待

されるところです。 

 次に、二反田団地Ｂ棟建築工事については、８月２０日に指名競争入札を行い、契約予定業者

と仮契約を締結しているところです。本議会に工事請負契約の締結についての議案を上程してい

ます。 

 当工事については、本契約の締結後１６か月の工期を見込んでいますので、完成は令和４年



- 7 - 

１２月を目指しています。 

 次に、桂川駅自由通路整備工事は、９月３０日に全ての工事が完了する予定です。当契約は、

工事の進捗に伴い、契約金額を減額する契約が必要となりましたので、工事基本協定の変更議案

を上程しています。 

 次に、桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事については、単年度事業として期間

内の完成を目指すことから、工事区間を２工区に分けて指名競争入札を行い、契約予定業者と仮

契約を締結しているところです。本議会に工事請負契約の締結について議案を上程しています。 

 なお、本工事は、学校の授業が行われている期間での校舎の改修工事となるため、安全対策に

十分配慮するとともに、授業の妨害にならないよう工夫しながら工事完成に努めてまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に係る本町の緊急支援対策事業として、国の特別定額給付金

の基準日から令和３年４月１日までに出産された方に対し、新生児１人につき１０万円を支給す

る、新生児に対する特別定額給付金支給事業を実施しました。給付実績として７４人に支給し、

６月末をもって事業を完了したところです。 

 次に、ふくおか県央環境広域施設組合で取り組んでいます、環境施設の再編整備計画について

は、新清掃工場の建設を目指して、現在、一般廃棄物処理施設建設候補地選定会議を設置し、建

設候補地９か所の現地調査の実施及び評価項目や評価基準の検討が進められているところです。

今後の進捗状況については、改めて報告したいと考えています。 

 次に、９月６日より敬老祝い金の支給を行う予定です。支給対象者は、７７歳１４９名、

８８歳７７名、９９歳１４名となっています。なお、長寿祝い品の支給対象者である１００歳以

上の方が２８名おられます。御長寿を心からお祝い申し上げます。 

 次に、プレミアム付き商品券は、既に完売し、利用が始まっています。購入応募が発行冊数を

超えたため、抽選による当選者への販売になりました。商品券の利活用により、家計の支えにな

るとともに、町内事業者の販売促進及び地元商工業の活性化が推進されることを期待しています。 

 次に、保育所民営化の取組状況について御報告いたします。町立吉隈保育所の移管先事業者に

ついて、６月２１日から３０日までの期間公募しましたところ、２法人から移管の申込みがあり

ました。 

 有識者及び庁内行政職で構成する桂川町立吉隈保育所民営化選定委員会にて、書類及び面接に

よる審査を行い、移管先予定事業者を決定いたしましたので、本定例会に民営化に関連する条例

の改正及び財産の処分に関する議案を上程しています。 

 なお、今後の課題として、吉隈保育所での勤務を希望される会計年度任用職員の雇用や保護者

説明会、引継ぎ保育の実施方式、施設の改修、改築などの施設整備に対する支援などが考えられ

ます。 



- 8 - 

 次に、新型コロナウイルスに係る緊急支援対策事業として、大学生等に１人３万円を支給する

大学生等応援給付金につきましては、７月末で事業が完了し、２５４人の方に支給いたしました。 

 次に、桂川町今後の幼児教育の在り方検討委員会から、８月２４日付で意見書が提出されまし

た。桂川幼稚園の現状とそれに対応すべき方向性、幼保一元化の課題等について御意見をいただ

きましたので、今後、その具体策について検討、協議を進めたいと考えています。 

 次に、補正予算については、専決処分の承認１件と、議案５件を提案しています。 

 承認第１１号は、一般会計補正予算の専決第１号です。国の新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を受けて実施している緊急支援対策事業のうち、住宅改修特別促進事業、罹患

者見舞金給付事業、生活困窮者支援事業について予算額に不足が生じたため、追加補正したもの

です。 

 次に、一般会計の補正予算（第３号）は、補正額９,６７５万円を追加し、予算の総額を

６１億４６７万９,０００円に定めようとするものです。 

 補正の主なものは、歳入では、１款町税において、調定額の決定により２,７６７万７,０００円

を追加計上しています。 

 １１款地方交付税のうち普通交付税については、前年度比９.９％増の１８億８,１４９万

４,０００円で、普通交付税と特別交付税を合わせた地方交付税の総額は、１９億３,３５７万

６,０００円となり、留保財源額は１億４,７９１万８,０００円となっています。 

 １５款国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種対策費国庫負担金や、保

育対策総合支援事業費国庫補助金を追加計上しています。また、町営住宅二反田団地Ｂ棟建築事

業等に係る社会資本整備総合交付金は、国の内示により減額計上しています。 

 １６款県支出金は、農業用水路改修に係る県補助金や自給飼料の生産性向上等に係る県補助金

等を追加計上しています。 

 １９款繰入金では、今回の補正で歳入が歳出を上回りましたので、財政調整基金繰入金２億円

と公共事業整備基金繰入金４,０００万円を減額計上し、当初予算の計上額から皆減しています。 

 ２０款繰越金は、６月定例会で報告しましたように、令和２年度一般会計の繰越額は３億

５,５８０万２,０００円となり、このうち令和３年度への繰越事業に充当する財源５７７万

４,０００円を除いた実質的な繰越額は、３億５,００２万８,０００円です。令和３年度当初予

算は６,０００万円であり、決定額との差額２億９,００２万８,０００円を追加計上していると

ころです。 

 ２２款町債は、県支出金で触れた農業用水路改修に係る緊急自然災害防止対策事業債の新規計

上や、町営住宅建設事業債の決定見込みについて追加計上しています。また、臨時財政対策債は、

決定により２,６１７万円減額計上しています。 
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 一方、歳出予算では、本年４月の人事異動等に伴う職員の人件費について、関係費目を整理し

ています。 

 個別の案件では、２款総務費において、行政手続に係る押印の見直し業務委託料や土地の確定

測量委託料及び不動産鑑定委託料、災害用ポータブル蓄電池の購入費を計上しています。 

 このほか、住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算剰余金の繰入れに伴う、公共事業整備基金

積立金や、教育・保育施設整備基金積立金、減債基金積立金について追加計上しています。 

 ３款民生費では、コロナウイルス感染症の罹患者見舞金について、罹患者の急増に対応するた

め、新たに追加計上しています。また、町立保育所の備品購入費や善米寺保育園の補助金を追加

計上するとともに、保育所の民営化に係る用地や施設の測量、登記等の委託料を計上しています。 

 ４款衛生費は、コロナウイルスワクチン接種対策費の追加計上、６款農林水産業費は、七浦た

め池改修に係る県営ため池等整備事業調査負担金や畜産競争力強化支援対策事業補助金等を追加

計上しています。 

 ９款消防費は、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成金を活用し、町消防団に配

備する簡易水槽及び防災ボートの購入費を計上しています。 

 以上が、一般会計の補正の主な内容でございます。 

 次に、令和２年度桂川町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要について御説明いたしま

す。 

 令和２年度の一般会計における主なハード事業としましては、ＪＲ桂川駅周辺地区都市再生整

備事業として、駅舎及び駅の南北を結ぶ自由通路並びに駅南側駐車場が完成し、供用を開始しま

した。このことは、将来のまちづくりの基盤整備に資するものであり、今後の駅周辺地区を中心

とした地域の発展が期待されるところです。 

 また、小中学校におけるタブレット情報端末の配備及びＷｉ癩Ｆｉ接続によるインターネット

利用環境の整備を行うなど教育環境の向上に努めました。 

 このほか、道路の舗装改良及び交差点改良等を実施するとともに、公共土木施設及び農地・農

業用施設の改良に取り組み、生活、交通環境の向上に努めました。 

 ソフト面では、第６次桂川町総合計画をはじめ第２期桂川町まち・ひと・しごと創生総合戦略

のほか、第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画、第８期高齢者福祉計画、王塚古墳

保存活用計画などの計画策定を行いました。また、ふるさと納税の取組の強化、子育て世帯包括

支援センターの開設、会計年度任用職員制度への円滑な移行などに努めたところです。 

 併せて、いわゆる平時の施策に加え、令和２年度は、世界規模のパンデミック、新型コロナウ

イルス感染症への緊急対策として、特別定額給付金の支給や子育て世帯への国の給付事業のほか、

国の感染症対応地方創生臨時交付金を活用した医療機関等への支援補助金や中小企業の事業支援
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金、住宅改修特別促進補助金、避難所の環境改善用品の配備、学校給食費の免除、桂川小学校、

桂川中学校体育館トイレ改修事業、住民センター大ホールの空調・換気設備改修、電子ディスプ

レイの設置など、ソフト、ハード両面において幅広い取組を実施しました。 

 そのような状況の下、一般会計の決算では、実質収支額が３億５,００２万８,０００円の黒字

決算となっています。 

 特別会計では、住宅新築資金等貸付事業特別会計が７５万４,０００円、国民健康保険特別会

計は５,９７４万２,０００円、後期高齢者医療特別会計は、１５６万５,０００円の黒字決算と

なっています。土地取得特別会計は、歳入歳出差引き額が０円です。 

 次に、財政運営上の重要な指標である計上収支比率は、前年度に比べ０.１ポイント悪化し、

９６.２％です。コロナウイルス感染症の影響を懸念していましたが、特に大きな変動はありま

せんでした。 

 決算の審査に当たり、監査委員には細部にわたる分析、検討を加えられ、決算審査意見書とし

て御提出いただきましたことに、この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。 

 決算の内容につきましては、会計管理者が説明いたしますので、御審議の上、認定賜りますよ

うお願いいたします。 

 なお、本日御提案します議案は、専決処分の承認が１件、工事請負契約の締結に関するもの

３件、基本協定の変更が１件、条例の一部改正に関するもの１件、財産の処分が１件、令和３年

度補正予算が５件、令和２年度決算の認定に関するもの６件、報告３件の計２１件です。 

 議案の内容につきましては、担当課長が説明いたしますので、慎重審議の上、議決賜りますよ

うお願い申し上げまして、行政報告及び提案理由の説明とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．総務経済建設委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  閉会中の審査事件として、各常任委員会に付託しておりました事件の審

査結果の報告を求めます。 

 総務経済建設委員会に付託しておりました道路管理についてを議題といたします。 

 本件について委員長の報告を求めます。下川委員長。 

○総務経済建設常任委員長（下川 康弘君）  閉会中の付託事件審査である道路管理について、総

務経済建設委員会の審査結果を報告いたします。 

 ６月議会定例会を終え、本会議まで延べ３回の委員会を開催いたしました。 

 桂川駅自由通路については、古い跨線橋は撤去され、仮駅舎にして利用していた継電器室を元

の形に戻す作業も完了しており、９月末までには全ての工事が完了する予定です。 
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 国道２００号線から、桂川駅南側道路の入り口が分かりやすくなるよう、国道２００号線との

交差点付近に、案内標識の設置を行っております。 

 また、１０月からは、西鉄バスや嘉麻市営バスが南側から乗り入れを行う予定となっており、

桂川駅利用において、安全で円滑な交通環境の整備が進められているものと判断しております。 

 ８月１１日より発生した大雨については、道路通行に影響する被害が２件発生しておりました

が、桂川町建設業組合等に協力を依頼し、速やかに通行の復旧を行っております。建設業組合の

皆様には素早い対応に感謝しております。 

 次に、道路や橋梁の維持管理についてですが、舗装工事が、主に１４か所の改修工事が予定さ

れておりますが、現在４か所が完了、３か所は発注済みであります。 

 整備費の経済性を考慮し、部分的な舗装の補修や排水路の改良、樹木の伐採などの工事を行っ

ております。 

 残りの箇所については、緊急性、安全性等を検討しながら、事業進捗の確認を行っていく予定

です。したがいまして、引き続き、閉会中の継続審査をお願いいたしまして、報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、道路管理については、委員長から申

出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．文教厚生委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  続きまして、文教厚生委員会に付託しておりました教育環境整備につい

てを議題といたします。 

 本件について委員長の報告を求めます。柴田委員長。 

○文教厚生常任委員長（柴田 正彦君）  文教厚生委員会に付託されています教育環境整備につい

て、当委員会の審査の結果を報告します。 

 ６月定例会後、４回の委員会を開催しました。 

 ７月７日は、桂川町立図書館に行き、電子図書の使用方法などについて説明を受けました。 
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 ７月２９日は、桂川小学校、８月１０日は桂川東小学校へ行き、コロナ対策を中心に状況を尋

ねました。 

 ８月２４日は、桂川中学校の視察予定でしたが、感染拡大のために、視察は延期しました。桂

川小、桂川東小の先生からは、「感染症対策に必要な資材などは、教育委員会から適宜、準備し

ていただいています」と感謝されました。また、「学校で消毒などを担当するスクール・サポー

ト・スタッフの措置によって、教職員の負担が少なくて済み、その分、子供たちに向き合える」

と言われていました。 

 コロナ禍が継続、拡大しています。町と教育委員会は、これまでのように学校現場の声を大事

にして、感染症対策ができるように支援していただきますようお願いいたします。 

 今後とも、教育環境整備のために、保育所、幼稚園、学校などの視察が必要です。つきまして

は、教育環境整備について、継続審査をお願いし、委員会報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、教育環境整備については、委員長か

ら申出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議会広報委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  続きまして、議会広報委員会に付託しておりました議会広報の編集及び

発行についてを議題といたします。 

 本件について委員長の報告を求めます。林委員長。 

○議会広報委員長（林  英明君）  議会広報委員会に付託されています議会広報の編集及び発行

について、当委員会の報告をいたします。 

 ６月定例会後、３回の委員会を開催いたしました。この間、議会広報の編集、発行について協

議を行い、本年８月３日に第３４号を発行いたしました。 

 当委員会では、引き続き、桂川議会だより第３５号を発行するため、継続審査をお願いし、委

員会の報告を終わります。 
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○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、議会広報の編集及び発行については、

委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

 本定例会に上程された案件は、承認１件、議案１１件、認定６件、報告３件であります。この

うち、承認第１１号は、本日即決していただき、議案第２４号から第３４号までの議案１１件に

ついては、本日、質疑を受けた後に、各常任委員会に付託いたします。 

 また、認定第１号から第６号につきましては、本日、一般会計・特別会計決算審査特別委員会

及び水道事業会計決算審査特別委員会を設置していただき、各特別委員会に付託したいと思いま

すので御了承願います。 

 なお、議案第２４号から第３４号までの議案については、９月１４日、１５日、１７日の３日

間、各常任委員会で審議をしていただき、認定第１号から第５号については、９月６日、７日、

９日の３日間、一般会計・特別会計決算審査特別委員会で審議をしていただき、認定第６号につ

いては、９月１０日と１３日の２日間、水道事業会計決算審査特別委員会で審議をしていただき、

９月２２日の本会議で採決を行います。 

 それでは、日程に従い、順次上程いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．承認第１１号 

○議長（原中 政燵君）  承認第１１号令和３年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号）の専決

処分の承認を求める件についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書３ページ、承認第１１号令和３年度桂川町一般会計補正

予算（専決第１号）について御説明いたします。 

 専決処分の理由といたしまして、一般会計予算の補正に当たり、町議会を招集する時間的余裕

がございませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和３年８月２日付で

専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、これを御報告し、御承認をお願いするも
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のでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダー内のファイル①令和３年度一般会計８月専決予算書

（第１号）で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,０８２万５,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６０億７９２万９,０００円と定めたものでございます。 

 ７ページをお開きください。歳入について御説明いたします。 

 １１款１項１目地方交付税は、１,０８２万５,０００円の追加。普通交付税を財源調整により

追加計上しております。 

 次の８ページから歳出でございます。 

 ３款１項１目社会福祉総務費は、３２０万９,０００円の追加。桂川町新型コロナウイルス感

染症緊急支援対策事業として実施しております、生活困窮者支援給付金罹患者見舞金及びその事

務費用、それぞれ予算不足見込みにより、追加計上しております。 

 ９ページ、７款１項２目商工振興費は、７６１万６,０００円の追加。従来事業であります補

助率１０％の住宅改修事業補助金と、桂川町新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業であり

ます、補助率３０％の住宅改修特別促進事業補助金につきまして、それぞれ予算不足により、そ

の事務費も合わせて追加計上しております。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより承認第１１号を採決します。 

 お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、承認第１１号令和３年度桂川町一般

会計補正予算（専決第１号）の専決処分の承認を求める件については、承認することに決定しま

した。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第２４号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２４号桂川町営住宅二反田団地Ｂ棟建築工事請負契約の締結につ

いてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中建設事業課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  議案書の４ぺージをお開きください。 

 議案第２４号桂川町営住宅二反田団地Ｂ棟建築工事請負契約について説明いたします。 

 工事名、桂川町営住宅二反田団地Ｂ棟建築工事。 

 工事箇所、桂川町大字土師地内。 

 工期、契約効力発生の日から、令和４年１２月２３日まで。 

 請負契約額、９億４３２万円。 

 工事請負人住所、嘉麻市鴨生９４番地２９。氏名、株式会社サンコービルド筑豊支店支店長野

口忠義。 

 契約方法は指名競争入札です。 

 提案理由でございますが、桂川町営住宅二反田団地Ｂ棟建築工事を施工するため、工事請負人

を定めましたが、その者と工事請負契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決を求めるものでございます。 

 次の、５ページの参考資料をお開きください。 

 入札年月日、令和３年８月２０日。 

 仮契約締結日、令和３年８月２５日。 

 指名業者は、記載しております、日本国土開発株式会社九州支店、以下１５社でございます。 

 設計金額、１０億２,７６０万６,８００円。 

 最低制限価格、８億２,２１０万９,０９１円。 

 次の、６ページをお願いいたします。 

 落札金額、８億２,２１０万９,０９１円。 

 請負金額、９億４３２万円でございます。 

 落札業者、株式会社サンコービルド筑豊支店、支店長野口忠義です。 

 次の７ページ、参考資料２からは、スクリーンで御説明をいたします。ただいまから準備をい

たしますので、少々お待ちください。 

○議長（原中 政燵君）  暫時休憩。 

午前10時44分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 
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午前10時53分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

 原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  それでは、工事概要について説明、スクリーンのほうでですね、

説明させていただきます。 

 まず、工事概要でございます。延べ床面積が３,１４４ｍ２、構造は鉄筋コンクリート６階建

て、入居戸数は４７戸で、２ＤＫが３５戸、３ＤＫが１１戸、車椅子対応が１戸で合計４７戸の

入居戸数でございます。 

 そのほか、駐車場、街路灯、合併処理浄化槽、ＬＰＧ庫、ごみ置場、受水槽、自転車置き場

３か所を設置いたします。 

 まず、平面図でございます。 

 鉄筋コンクリート建て住宅は、この位置に建設する施工をいたします。 

 次に、駐車場でございますが、駐車場につきましては、４７戸数、４７台で、この位置に施工

する予定でございます。 

 続きまして、このＢ棟の合併処理浄化槽を北西側に、１７０人槽を設置する施工をいたします。 

 続きまして、ごみ置場であります。ごみステーションにつきまして、この位置に構成の、外周

から見にくい構造で設置をいたします。 

 次に、駐輪場３か所、この緑のスペースに４７台相当の、駐輪場を設置する予定でございます。 

 続きまして、受水槽でございますけれども、Ｂ棟につきましては、本館からの給水量が急激に

水圧を落とすことを避けるために、一旦この受水槽で水をためて、それを強制ポンプでくみ上げ

るという方法で、ほかのエリアに、水圧を落とすことの影響を下げるために、そのような設置を

行っております。 

 続きまして、ガス集中庫でありますＬＰＧ庫につきまして、この位置に、設置する予定でござ

います。 

 続きまして、立面図でございます。北側から見た立面図でございますけれども、今回、４７戸

ということで、Ａ棟に比べて１.５倍相当の入居者数ございますので、横の延長が６２ｍござい

ます。高さは、Ａ棟同様に２０.０２ｍでございます。それで、この長い構造になりますので、

中心部にエレベーター棟を設けて、利用しやすくするという構造になっております。 

 これは、横から見た立面図でございますけれども、東側からと西側からの立面図でございます

けれども、両側とも非常階段を設置する予定でございます。 

 続きまして、間取りでございますけれども、まず、２ＤＫタイプでございます。２ＤＫタイプ

につきましては、玄関からホール入りまして、突き当たりにダイニングキッチン８畳、そして、
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７畳リビングと６畳リビングの２部屋、クローゼットつきの２部屋の間取りになっています。玄

関から入って下のほうに浴室、洗面、脱衣室、水洗トイレという形で間取りを設置している状況

でございます。奥にはバルコニーですね、１.６ｍ相当の幅のバルコニーで、洗濯を干せるよう

な状況をつくっております。 

 ３ＤＫタイプでございます。共用廊下側から玄関、ホールございまして、入り口に洗面・脱衣

室、トイレ、浴室というレイアウト設置しております。突き当たりにダイニングキッチン８畳、

そして、リビングが３部屋で、７畳と６畳の２部屋を設置する状況でございます。奥にはバルコ

ニーが、２ＤＫ同様ですね、設置されています。 

 車椅子対応タイプの入居戸数、これ、１戸しか設置しないんですけれども、共用廊下側から玄

関、ホール、入りまして、突き当たりに１５畳のダイニングキッチンを設置します。また、リビ

ング、６畳リビングを２部屋、クローゼットつきでございます。そして、サニタリーという表示

されている部分が、トイレと脱衣場になります。トイレにつきましては、カーテンレール等の仕

切りになりまして、車椅子で近くまで入って、利用ができる形状になっています。浴室につきま

しても、ちょっと広い、通常のタイプよりも広い浴室、システムバスのイメージで工事が行われ

る予定でございます。 

 以上が、二反田団地Ｂ棟建築工事の説明でございます。簡略な説明でございますが、御審議の

上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  Ａ棟ができて、もうそこで生活されている方がいらっしゃるんで

すが、そちらからいろんな問題点とか指摘があってるんじゃないかなと思うんですけれども、そ

れが、どんなんが上がってんのか。それは、Ｂ棟の中で、どのように解消しようとされているの

か、教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  御質問にお答えします。 

 Ａ棟の入居の皆様のほうからですね、それぞれ細かいところでのお話は頂いています。ただ、

ちょっとやはり構造とか、安全性とか経済性含めて、やはりＡ棟に準じた形が一番好ましいとい

うことで、特にＡ棟の状況を考慮してですね、変えたという状況はない状況でございます。 

○議長（原中 政燵君）  いいですか。 

 次、大塚君。 

○議員（５番 大塚 和佳君）  ２点ほど質問があります。 

 まず、建物の右側にある駐車場といいますか、４７台ということでございますけども、エレ
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ベーターまでの距離が、ちょっと真ん中から遠いように思えますので、一番遠い駐車場からの距

離がどのくらい、何ｍぐらいあるんかなと。 

 あと、説明ではなかったんですけど、建物のところにピンクでずっとありました。あれは、多

分公園か何かされているんかなと思いますけど、毎日の利用を考えたらですね、あそこにですね、

駐車場、左端ですか、図面上ではあったんですけど、そこを駐車場にしてですね、利便性を持た

せたほうがいいんではないかと、その２点、御質問いたします。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  はい、平面図のほうでですね、説明させていただきましたよう

に、今回、駐車場を西側にですね、レイアウトして、建物を右側にするというレイアウトにして

おります。 

 当初ですね、このＢ棟建設につきましては、中心部に建物を設置して、東側と西側に分けた駐

車場の構造をちょっと検討しておりました。そういった中で、地質調査、ボーリング調査等を行

いましてですね、やはりこのＢ棟の建築箇所の下に、やはり昔の炭鉱の坑道等の不安な材料があ

るということで、この真ん中に構造物を、駐車場を両側に持ってきた場合にですね、その今、Ｂ

棟の建設工事の基礎杭が、全体で６５本打ち込むんですけれども、この６５本の基礎杭の、かな

りの本数にですね、その坑道による杭の支持力の心配が生じてしまうということで、それを回避

するために、この建物を東側に移したと。そうすることによって、全体の１０本相当のくいにし

か影響しないことが、地質調査の結果判別されましたので、その基礎杭の安全性を重視した形で、

駐車場はですね、西側に統一して造るということになっています。 

 一番東側の部屋から、駐車場の一番端までの距離にしましてですね、９０ｍほどの距離がある

ということで、そういった距離を歩いていただくような状況になるんですけれども、構造の安定

上ですね、そちらのほうを優先させていただいたという状況でございます。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません。最低制限価格は、どうやって決めるのですか。 

 次に、入札の平均額は幾らですか。 

 それから、この株式会社サンコービルドとは、どのような会社で、実績はどうなっているので

しょうか。 

 それと、もう少しお聞きします。Ａ棟のときには、車椅子、身体障がい者の方のお部屋という

のは、何か両端だというふうに聞いておりましたけれど、今回、十何戸ですか、障がい者のお部

屋があるんでしょう。さっき、私、聞き間違ったかな……。そうしたときに、このお部屋はどこ

になるのかなということ。 

 それと、あと一つ、障がいを持った方のお部屋、３ＤＫですから、ちょっと広めなんですけれ
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ど、お部屋の中は、車椅子で自由に動き回れるんですよね。そうしたときに、今度、お部屋から

バルコニーに行って、洗濯物なんかを干すときに、お部屋からバルコニーに行くときに、車椅子

で自由に行けますか。 

 そして、そのときに、洗濯物を干す位置、普通の方よりも多分低くなると思うんですけど、そ

ういうところはちゃんと配慮してありますでしょうか、お尋ねします。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  まず、１点目の最低制限価格のほうからお答えしたいと思いま

す。 

 最低制限価格につきましては、桂川町財務規則により、工事が、契約内容に適合した履行を確

保するためにですね、その範囲を定めるもので、必要と認めた場合は、町長がこの最低制限価格

を定めなければならないというふうにされております。 

 それで、現状ですね、町長と担当課長のほうで、この最低制限価格を設定している状況でござ

います。 

 それと、入札の落札率の件ですけれども、近年、ここ３年間の落札率でございます。令和元年

度の平均が９６.４％、令和２年度の平均が９１.９％、令和３年度の平均が、現在、経過中でご

ざいますけど、９２.９％という状況でございます。 

 落札しましたサンコービルド株式会社の実績といいますか、状況でございますけれども、福岡

県内の本社のある業者で、県発注のＲＣ構造の実績等、かなり豊富にある業者で、近年、ちょっ

と私が調べた中では、平成２７年に７階建ての県営の住宅をですね、施工した実績を持っている

という状況で、履行能力としては、問題ない会社というふうに判断をしております。 

 それで、車椅子対応の状況ですけれども、１階部分に３ＤＫの空間スペースを、車椅子対応部

屋という形で設定をしております。その各部屋にですね、どこまでの位置で車椅子が全部進入で

きるのかと。ほとんどの部屋が、車椅子で入れるんですけれども、その詳細については、また会

期中の委員会のほうで、説明をさせていただければというふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 バルコニーのほうに出られるという、ちょっと私が確認をしておりませんでしたので、そこは

確認して、委員会のほうで、また報告をさせていただければと思います。すいません。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません。私、質問したときに、入札の平均額をお聞きしたと

思うんですけれど、何かパーセントを答えられたようですけど、今回、１５社、入札に参加され

た業者がいらっしゃるわけですよね。その平均額は幾らですかというふうにお聞きしたんですけ

れど。 
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○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  今回の指名競争入札、１５社入札を行いました。１５社のうち

６社が辞退されております。残りの９社は、全て最低制限価格の８億２,２１０万９,０９１円で

応札をされました。その中で、規定どおりですね、くじ引きによってサンコービルドさんが落札

されたという状況でございます。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２４号は、会期中、総務経済建設委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第２５号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２５号桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（１工

区）請負契約の締結についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中建設事業課長。 

 暫時休憩。 

午前11時10分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時11分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

 原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  議案書の１０ページをお開きください。 

 議案第２５号桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（１工区）請負契約の締結に

ついて説明いたします。 

 工事名、桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（１工区）、工事箇所、桂川町大

字土居地内、工期、契約効力発生の翌日から令和４年３月２５日まで、請負契約額は５,０３８万

円でございます。 

 工事請負人、住所、嘉穂郡桂川町大字豆田１３６番地、氏名、林田住宅建設株式会社、代表取

締役林田勇、契約の方法、指名競争入札でございます。 

 提案理由でございますが、桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（１工区）を施

工するため工事請負人を定めましたが、そのものと工事請負契約を締結するに当たり議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決を求

めるものでございます。 
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 次の１１ページをお開きください。参考資料１を説明いたします。 

 入札年月日、令和３年８月２０日、仮契約締結日、令和３年８月２５日、指名業者名、三開発

株式会社、以下記載の６社でございます。 

 なお、平成３１年３月２５日付告示第３６号の建設工事請負契約の運営に関する規定の一部を

改正する規定により同一日に入札する指名競争入札において同一工種の工事が複数ある場合に、

受注機会の均等による地元業者の育成、施工管理の適正化等のため、先行する入札で落札した業

者について、同一日に執行される次の入札に置いては当業者の入札を無効と見なすことができる

とあり、このことにより当工事により先に入札を行われた株式会社三開発には退席を命じて、当

工事の最終的な応札業者は５社の入札になっております。 

 設計金額５,１１２万６,９００円、最低制限価格４,０６６万８,１８２円、落札金額

４,５８０万円、請負工事金額５,０３８万円、落札業者、林田住宅建設株式会社、代表取締役林

田勇でございます。 

 １１ページの参考資料２からはスクリーンで説明いたします。準備いたしますので少々お待ち

ください。 

 それでは、桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（１工区）請負契約の締結につ

いて、工事概要から説明させていただきます。 

 工事概要につきましては、別途１でございますけど、平面図の上側の赤塗りの校舎ですね、

１階建ての校舎を指しております。これにつきまして、防水工事としまして屋根のほうをウレタ

ン塗膜防水８５６ｍ２を行います。 

 あとシーリング改修工事としまして、外壁の建具との隙間ですね、これを緩衝材としてシーリ

ング材使ってるんですけれども、この改修を２６８ｍ行うものでございます。 

 また、外壁改修工事一式としまして、１階建ての側面これを高圧洗浄等の下地調整を行いまし

て、外壁塗装可とう系改修塗材を使いまして６８７.８ｍ２の外壁塗装を行うものでございます。 

 また、屋内運動場、体育館でございますけれども、今回屋根の改修は行いません。防水改修工

事としまして側壁等のですね、先ほど建具等の隙間を防水加工しておりますシーリング材、この

改修を７４５ｍ行います。 

 また、外壁改修工事につきまして、先ほどの別途同様ですね、高圧洗浄で清掃しまして下地調

整を行った後に可とう系改修塗材とい外壁塗装材を用いまして、ローラー塗りで、３回塗りで

１,２００ｍ２の外壁塗装を行うものでございます。 

 このほか、渡り廊下、平面図の渡り廊下と屋根の改修、特に体育館から延びてる渡り廊下につ

きましては損傷が激しくて折板屋根の取替え、またアルミ手すり等の取替えを行うものでござい

ます。 
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 まず、屋内運動場のほうを説明させていただきます。屋内運動場の平面図でございますけれど

も、大体東西方向に３９ｍ、南北方向に２５.６ｍの延長がございます。これにつきまして外壁

塗装を行います。足場板を組んでですね、この外壁塗装材、ローラー塗布による３回塗りを行っ

て、この施工を行うものでございます。 

 それと、玄関口のタイルが損傷がありますのでタイルの撤去、そしてモルタル塗りを行うとい

う工事も追加で入れております。 

 それと、雨どいの取替えを外壁塗装に併せまして行います。 

 そしてこれ、体育館の立面図でございますけれども、このような形で窓以外の外壁塗装を可と

う系改修塗材で行います。 

 こういう建具の間につきましては、シーリング材を、チューブによるこういったシーリング材

の塗り替えも行います。 

 また、雨どいの取替えも、併せて行うものでございます。 

 これが別途の、一番北側の校舎、１階建ての校舎でございますけれども、こちらにつきまして

は屋根の防水工事を行います。高圧洗浄による下処理後にウレタン塗膜防水という工法を使って、

８５６ｍ２の防水工事を行います。延長については５３.８ｍ、縦幅につきましては９.７ｍほど

ございます。 

 そして、１階のこの外壁の立面図でございますけれども、こちらにつきましても体育館同様に

６８７.８ｍ２の外壁塗装を行います。まず高圧水洗処理後に可とう系改修塗材、これをロー

ラー塗り３回で外壁を塗り替えるということでございます。 

 一部損傷しておりますひび割れ、クラック等についても、このひび割れを直す工事をこの工事

に含めております。 

 以上が桂川小学校校舎（１工区）の説明になります。簡略な説明でございますが、御審議の上

議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  すいません。まだ議員になって３年目で文教にいますので、この

落札とかいうのが全然分からないで申し訳ありません。とんちんかんな質問になるか分かりませ

んが、町民のお金使ってますので聞かしてください。 

 まずあの、これが落札率はどれぐらいなのか。 

 それから、５社が多分希望したという話やったんかなと思うんですが、その５社の中で一番安

かったとが林田さんとこで、ここに決まったと解釈していいんですか。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 
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○建設事業課長（原中  康君）  今説明しましたように６社、桂川町の中で履行能力が可能な業

者６社を指名をしております。 

 その中の最低応札業者が林田住宅ということで、落札率につきましては９８.５３％でござい

ます。 

○議長（原中 政燵君）  柴田君、よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２５号は、会期中、総務経済建設委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第２６号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２６号桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（２工

区）請負契約の締結についてを議題といたします。 

 本案について内容の説明を求めます。原中建設事業課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  議案書１５ページをお開きください。 

 議案第２６号桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（２工区）請負契約の締結に

ついて説明いたします。 

 工事名、桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（２工区）、工事箇所、桂川町大

字土居、工期、契約効力発生の翌日から令和４年３月２５日まで、請負契約額は１億１,０７７万

円。 

 工事請負人、住所、嘉穂郡桂川町大字九郎丸８０番地２、氏名、三開発株式会社、代表取締役

三池竜司、契約の方法、指名競争入札でございます。 

 提案理由でございますが、桂川小学校校舎・屋内運動場屋根及び外壁改修工事（２工区）を施

工するため工事請負人を定めましたが、そのものと工事請負契約を締結するに当たり議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決を求

めるものであります。 

 次の１６ページ、参考資料１をお開きください。 

 入札年月日、令和３年８月２０日、仮契約締結日、令和３年８月２５日、指名業者名は三開発

株式会社代表取締役三池竜司、以下６名でございます。 

 設計金額１億１,１３６万１,８００円、最低制限価格９,００５万円、落札金額１億７０万円、

請負金額１億１,０７７万円、落札業者、三開発株式会社、代表取締役三池竜司です。 

 次の１７ページの参考資料からは、スクリーンで説明させていただきます。準備いたしますの

で少々お待ちください。 
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 それでは、工事内容について説明させていただきます。 

 工事の主な概要でございますけれども、教室棟Ａ、管理棟、教室棟Ｂを合わせた合計の面積に

なりますが、屋上のウレタン塗膜防水面積が２,１２６ｍ２でございます。また、シーリング改

修、建具との隙間のシーリング、この改修が２,２５０ｍとなってます。 

 また、この教室棟Ａ、管理棟、教室棟Ｂの全体の面積でございますけれども、外壁改修工事に

つきまして下地処理が４,０９０ｍ２、可とう系改修塗材ＲＥ４,０９０ｍ２、これが主な工事内

容となっております。 

 平面図でございますけれども、下側の教室棟ですね、これを教室棟Ａと呼んでおります。職員

室、図書館等を含めたこの中心部これを管理棟、そして南側の教室棟を教室棟Ｂという名称で呼

んでおります。ちょっと拡大でございます。 

 今回の工事でございますけれども、この教室棟ＡＢ、管理棟の外周に、枠組足場を上のほうま

で組みます。そして、枠組足場の外側に高さ３ｍの鋼板の仮囲いを行って、子供たちがこの中に

侵入して落下物等でけがをするといったことがないように、全体を鋼板の仮囲いを行うものでご

ざいます。 

 そして、学校の先生、職員駐車場となってる部分、またこの進入路を工事仮設ヤード及び現場

小屋等の使用に独占しまして、給食の配膳車両、また桂川幼稚園の送迎バス以外の車両をこちら

のほうに入れないという方法で、安全対策を図っておるものでございます。 

 これ教室全体の屋根平面図でございます。教室棟Ａの屋根につきましては、高圧洗浄等の清掃

を行った後に、ウレタン塗膜防水という工法で防水工事を行います。管理棟につきましても、同

様の工法で屋根防水を行います。教室棟Ｂについても同様の工法を行うものでございます。 

 外壁でございます。外壁塗装につきましては、この色を塗った範囲で、窓以外のほとんどの外

壁につきまして高圧洗浄で汚れ等を落とした後で、可とう系改修塗材を用いましてローラーで

３回塗りを行うという工法で外壁塗装を行うものでございます。 

 また、雨どいこれも腐食をしておりますので、きれいに新品に材料を取り替えて、雨どいの復

旧を行います。 

 校舎にひび割れた部分につきましてもひび割れ補修を行い、またモルタルが浮いた部分につい

ても補修を行うという工事もこの工事の中に入れております。管理棟、また教室棟Ｂにつきまし

てもＡと同様の工法で、高圧洗浄後に可とう系改修塗材、また雨どいの取替え、そして外壁のひ

び割れ等の補修を行うものでございます。 

 以上が、桂川小学校の２工区の説明になります。簡略な説明でございますが、御審議の上議決

賜りますようお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ
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んか。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  先ほどと同じ質問です。落札率、それから三池さんとこが受けた

ということは、ここが一番安かったと判断していいんですか。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  落札率についてお答えいたします。落札率については９９.４６％

でございます。 

 入札の応札の状況で、６社応札いただいたんですけど、三開発株式会社が一番低い金額という

ことで落札を決定をしております。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  それと、何でこだわっちゅったら、これは町民のお金だからです。

町のお金だからです。 

 二反田団地のとき、たしか８０何％て言われたんですよ落札率が。それなのに、これはもうほ

ぼ１００に近い。桂川には珍しく５,０００万円、それから１億の工事、片や９８.５３％、片や

９９.４６％、ということは、僕は素人考えでしかないんですが２つ考えられると思ってます。 

 １つは、設定金額があまりにもぎりぎりでもうこれは儲からん、どうしようもないちゅうてみ

んな高いのにしたというこでしょう。だから、９９.４６％の落札率じゃほかはもっと、もうほ

ぼ１００に近いところやったとしか考えられない。もう１つは、何らかのが話合いが行われてい

ると思うんですが、どちらかの可能性ありますか。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  ただいま柴田議員からの御質問ございますけれども、この１工

区、２工区の入札、また二反田団地についても、談合情報については寄せられておりません。な

ので、現段階でちょっと談合という可能性はないというふうに判断をしております。 

 設計がちょっと厳しい見積りになってたのではないかということでございますけれども、これ

設計についても経験が豊富な設計業者のほうに設計の見積り等取っていただいて、通常の基準に

基づいてこの設計を行っておりますので、設計が間違ってるとそういった判断はしておりません。 

 ただ、近年コロナの影響もあるんですけれども、その燃料費の高騰であるとか資材費の高騰が

１か月単位で上がってきておる状況、市場があるというふうには聞いております。 

 また、桂川小学校についてもですね授業中の工事ということで、施工するに当たり見積りに当

たり、そこら辺の見積りも考慮されての結果ではないかというふうに判断をしておるところでご

ざいます。 

 したがいまして、この２点についてはその設計が辛いとか談合があるという判断はしておりま
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せん。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２６号は、会期中、総務経済建設委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第２７号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２７号桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更についてを議題

といたします。 

 本案について内容の説明を求めます。原中建設事業課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  議案書２０ページをお開きください。 

 議案第２７号桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更について説明いたします。 

 令和３年３月１７日の議会定例会において、議決を受けました桂川駅自由通路等整備工事基本

協定の変更について、工事の進捗に伴い協定額を変更する必要が生じたため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決に付しよう

とするものでございます。 

 それでは、契約の内容について説明いたします。 

 工事名、桂川駅自由通路等整備工事、契約の相手方、九州旅客鉄道株式会社、協定額、変更前

１０億９,７８８万６,０００円、変更後協定額１０億９,２０８万円でございまして、５８０万

６,０００円を減額しようとするものです。 

 次の２１ページをお開きください。参考資料としまして、基本協定の変更について、予算の総

額と桂川町が負担する費用の減額をお示ししております。 

 九州旅客鉄道が負担する費用、３,００３万５,０００円については変更ありません。変更の主

な内容につきましては、工事期間中に利用しておりました仮駅舎の撤去費及び現場小屋や資材置

場等で利用しておりました工事ヤードの撤去費において、処分費の減や想定以上に施工が順調に

行えたため、撤去費用の５８０万６,０００円の減額が生じたことによるものです。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上議決賜りますようお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  暫時休憩。 

午前11時39分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時39分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

 これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  今、説明にありました仮駅舎、それから資材等のその撤去費で
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５８０万６,０００円、結局、私、質問しようとしていたのは、どうして工事費用の減額が出た

のかということと、それ以前にも基本協定の変更がありました。 

 また、今回変更するのはなぜかというふうに思っていたんですけど、今、説明があったのでは、

その仮駅舎と資材のあれで５８０万６,０００円、じゃその変更前のときには、これを多く計算

していたということですか。そしたら、実際にやってみたら少なくできたから、それを今度こう

いうふうに減らす、それで協定をし直したということですか。ああ、そうですか。ああ、そした

ら、もうこれ私が質問する意味がちょっと分かりません。 

 そしたら、これ最終ですよね。また、変更とかいうことないわけですね。終わりですね。 

 そしたら、この桂川駅自由通路整備工事にかかった費用というのは、結局１０億９,２０８万

円、これが総額としてかかったということでいいですか。分かりました。 

○議長（原中 政燵君）  答弁要りませんか、いいですか。澤川君、それでよろしいですか。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  要りません。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２７号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第２８号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２８号桂川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。 

 江藤子育て支援課長。 

○子育て支援課長（江藤 栄次君）  議案書２２ページをお開きください。 

 議案第２８号桂川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。 

 令和４年４月１日付での桂川町立吉隈保育所の民営化を実施するに当たり、桂川町立保育所設

置条例の一部を改正する必要が生じたことが本条例改正の提案理由であります。 

 議案書２３ページをお開きください。 

 改正箇所につきまして、御説明いたします。 

 今回の改正は、吉隈保育所の該当条文の削除を行うもので、第２条の表を表記のとおり改める

ものです。 

 附則としまして、本条例は、令和４年４月１日から施行するものと定めております。 
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 議案書２４ページをお開きください。 

 新旧対照表を掲載いたしております。 

 なお、今回の改正に併せまして、土師保育所の位置、桂川町大字土師２４６４番地１の

「２４６４」の表記にカンマがついておりましたので、これを削除し、整理させていただいてお

ります。 

 以上、簡略な説明ではありますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  桂川町内の子供を育てるということは、町の責任ではないでしょ

うか。いろいろと理由を今まで言ってこられたと思うんですけれど、いまいち私は理解できませ

ん。もう一度、なぜ民営にするのか、明確にお答えください。 

○議長（原中 政燵君）  江藤課長。 

○子育て支援課長（江藤 栄次君）  御質問にお答えいたします。 

 今まで議会の中の行政報告、また委員会等で御説明はさせてきていただいたかと思いますので、

ちょっと重複するかと思いますが、保育所の民営化の必要性でございますが、まず１点目でござ

います。 

 核家族化、保護者の就労形態の変化、共働き世帯の増加等に伴いまして保育ニーズの多様化、

具体的には延長保育、休日保育、病児保育等に対応するためには、現在の行政、桂川町の組織的

には対応が非常に困難という判断でございまして、そのために民間活力の導入を判断したという

ことでございます。 

 ２点目は、議員御承知のとおり、保育環境整備、保育所園舎の老朽化、これにつきましては、

大変町としても長年苦慮しておりまして、それにつきましては、自治体での改修につきましては、

国、県等の交付金、補助金がございません。 

 ただし、これにつきましては、民間、私立が行う場合につきましては、有利な国の交付金制度

ございますので、それを活用いたしまして、保育環境の整備、充実を図りたいということでござ

います。 

 また、最後にですけど、近年、待機児童問題、保育士不足等が上がっておりますけど、本町に

おきましても、若干待機児童が出ているような状況でございます。 

 それにつきましても、保育士の確保としまして、国の公定価格で、私立につきましては、しっ

かりとした補助が出ておりますので、そういった部分での保育士の確保、保育士の処遇改善につ

きましても、私立、民間のお力をお借りしたほうが、桂川町の幼児保育につきましてはいいんじ

ゃないかという総合的な判断をさせていただき、今回民営化の提案をさせていただいているとこ
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ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２８号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第２９号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２９号財産の処分についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。 

 江藤子育て支援課長。 

○子育て支援課長（江藤 栄次君）  議案書２５ページをお開きください。 

 議案第２９号財産の処分について、説明いたします。 

 提案の趣旨は、令和４年４月１日付での桂川町立吉隈保育所の民営化を実施するに当たり、民

営化移管先予定事業者に対し、保育所園舎を無償譲渡することにより、円滑な保育所運営の移管

を図るものであります。 

 無償譲渡する財産は、名称、桂川町立吉隈保育所園舎でございます。 

 所在、桂川町大字吉隈２６９番地１５。 

 構造、鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積５５４.４９ｍ２。 

 なお、土地につきましては、５年間の無償貸付とし、期間満了前に協議の上、更新できること

としております。 

 無償譲渡の相手方は、福岡県飯塚市小正４５番地１、社会福祉法人明見会、理事長細川義朋。 

 参考までに、現在の社会福祉法人明見会の幼児教育・保育の実績を御紹介いたします。 

 飯塚市小正でひばり保育園、同じく小正で了専寺白菊幼稚園を運営されております。 

 次に、無償譲渡の時期は、令和４年４月１日、無償譲渡の条件は、譲渡物件である吉隈保育所

園舎を直接管理し、保育所として継続して運営するものとします。 

 なお、移管後に保育所の移転を伴う建て替えを行う場合は、その移転先について、事前に桂川

町と協議することとし、条件としまして、町内に所在する他の保育施設、土師保育所、善来寺保

育所とのバランス、地域の保育ニーズの状況、立地、土地の広さ、各種法令との整合性に問題が

ない場所であること、加えて保護者に対する説明会を運営者において実施すること、さらに無償

貸付を受けていた土地については、譲渡を受けた建物、園舎を解体、撤去の上、建て替え後、

１年以内に返還することを規定しております。 
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 最後に、本議案の根拠法令の概要につきまして、説明いたします。 

 地方自治法第９６条第１項第６号及び同法第２３７条第２項により、地方公共団体は、条例で

定めのない財産を適正な対価なくして譲渡、もしくは貸し付けする場合は、議会の議決をしなけ

ればならないとの規定に基づきまして、吉隈保育所園舎の無償譲渡、財産の処分につきまして、

議案上程をさせていただいているところでございます。 

 ２６ページに位置図を、２７ページに図面の原本が不鮮明で申し訳ございませんが、平面図を

参考資料として添付をさせていただいております。 

 以上、簡略な説明ではありますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。下川君。 

○議員（８番 下川 康弘君）  ちょっとお伺いします。 

 私、聞いていたのかもしれませんが、私たち総務経済建設なので、この用地、吉隈保育所の譲

渡先、明見会、この明見会さんに対して何か問題があるとかじゃないんですけども、この決める

ときの決め方ですよね。 

 それで、例えば建設だったら、先ほどから出ていますけども、６者入札がありましたと、その

中で一番安いのが通りますと、こういった保育所とかの場合はどういう決め方をされたのか、

１回説明があったかどうか分かりませんが、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  江藤課長。 

○子育て支援課長（江藤 栄次君）  御質問にお答えいたします。 

 今回の吉隈保育所の民営化に伴います移管先の募集につきましては、募集要綱、町長の行政説

明、報告の中でもあったんですが、募集要綱を定めまして、一般公募を行いまして、最終的に

２法人の応募がございました。 

 その２法人に対しまして、事前に資料を頂きまして、桂川町吉隈保育所民営化選定委員会を構

成しまして、その委員の構成につきましては、学識経験者としまして大学の教授、それと桂川町

の子ども・子育て会議の代表者、それとあと残りは、保育所の園長及び行政関係の担当者で、計

７名で審査を行ったところでございます。 

 そこで、点数をつけまして、最終的に明見会さんに決まったというような流れで、決定をさせ

ていただいているところでございます。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）はい。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。はい。ほかにありませんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  私が聞こうと思っていたんですけれど、みんな答えていただきま
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した。 

 改めて確認します。 

 実際に、公募に２業者が応募されたということですね。そして、その２応募者の中から、この

明見会に決めるには、その選考会で、選考委員で、そういうことを決めたというふうですけれど、

その選考委員会で、意見はどのようなものが出ましたか。 

○議長（原中 政燵君）  江藤課長。 

○子育て支援課長（江藤 栄次君）  選考の方法でございますけど、事前にこちらが示した資料等

を提出いただいております。それは保育の内容、年間行事、また定款、事業実績、決算書等、事

前に頂いて、それを各委員に事前に見ていただいて、当日は２法人の担当者に来ていただいて、

提案型の入札といいますか、選考会を開いているところでございます。 

 それを受けまして、無記名で、それぞれの委員に点数をつけていただいております。点数表も

ちゃんと設けておりましたので、それをトータルで合計しまして、総合点数で、もう一つの法人

よりも明見会さんが上回ったということでございまして、決定はそういうことなんですが、その

それぞれの法人に対して具体的にどうだこうだという意見については、特段否定的なこととかは

出ていなかったんですが、両方とも、どちらとも、それぞれの持ち味があって、しっかりとした

法人さんが申し込んでいただけたので、内容的には、いい選考会ができたんじゃないかなという

ふうには、担当としては思っているところでございます。 

○議長（原中 政燵君）  これは文教委員会に付託しますけど、もう一つ質問ありますか。はい、

どうぞ。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  無記名で点数をつけて、そしてこの明見会に決めたということで

す。 

 先ほどの説明の中では、何か面接もしたというふうに、何か私、聞こえたんですけれど、その

面接のときにはどういう質問をなさったんですか。 

○議長（原中 政燵君）  江藤課長。 

○子育て支援課長（江藤 栄次君）  すみません。ちょっと私の言い方が悪かったと、面接という

か、個別面接じゃなくて、各委員、全員同じ部屋で集まって、業者さん、法人さんがプレゼン

テーションを受けたような形でございます。 

 その個別の、すみません、ちょっと質問については、私もちょっと議事録持ってきていないの

で、ちょっと具体的には、ちょっと申し上げにくいんですが、特段、何といいますか、その法人

に対して具体的に、ちょっとすみません、何とお答えしていいか、ちょっと私も言葉が分からな

いんですけど、特段問題があるといいますか、何か、何と言ったらいいのかな。すみません。ち

ょっと詳細は、もしよろしければ委員会のほうで、分かる範囲で報告させてもらってよろしいで
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すか。 

○議長（原中 政燵君）  副町長。 

○副町長（山邉 久長君）  今、ただいま質問いただいた件なんですが、私、この委員会、７名の

中の１名ということで、互選で委員長という職責を預かりまして参加させていただいたんですけ

ども、どういう質問がいろいろ出たのかと、あるいはしたのかということでございましたけども、

まずは桂川町で幼児保育をやるという、それぞれの意気込み、あるいはどういうところに視点を

置いて、力点を置いてやっていくのか、あるいはそれぞれの園の組織体制、どういうスタッフで、

どれだけの人数でやっていくのか、そういった様々な意見が各委員さんから出されたように記憶

いたしておるところでございます。 

 そういった中で、採点をいたしまして、今回のこの結果が出たというふうに思っておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２９号は、会期中、文教厚生委員会に付託します。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１３時より再開します。暫時休憩。 

午前11時58分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第３０号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３０号令和３年度桂川町一般会計補正予算（第３号）についてを

議題といたします。 

 本案について内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書２８ページ、議案第３０号令和３年度桂川町一般会計補

正予算（第３号）について御説明いたします。 

 本議案は、令和３年度一般会計予算を別紙のとおり補正したいので、地方自治法第２１８条第

１項の規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダー内のファイル②令和３年度一般会計９月補正予算書

（第３号）でご説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,６７５万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億４６７万９,０００円に定めようと
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するものでございます。 

 次に、７ページをお開きください。第２表地方債補正でございます。 

 追加としまして、１事業債緊急自然災害防止対策事業債１,２６０万円の追加、変更としまし

て、３事業債、公共事業等債は２,５９０万円から２,５７０万円に、公営住宅建設事業債は２億

２,８８０万円から２億５,２７０万円に、臨時財政対策債は１億９,４６８万２,０００円から

１億６,８５１万２,０００円に、それぞれ起債限度額の変更を行うものでございます。 

 次に、１１ページをお開きください。 

 ここから、歳入予算について御説明いたします。 

 １款１項１目町民税個人２,７３０万１,０００円の追加。 

 次の１２ページ、２項１目固定資産税２０万７,０００円の追加。 

 次の１３ページ、３項２目軽自動車税種別割１４万９,０００円の追加は、調定額の決定によ

るものでございます。 

 次に１４ページ、１０款１項１目地方特例交付金１７０万円の減は、決定によるものでござい

ます。 

 次に、１５ページ、１１款１項１目地方交付税５１１万６,０００円の追加は、普通交付税で

の財源調整によるものでございます。この普通交付税につきましては、当初予算時点で本年度交

付予定額を１７億５,７６６万７,０００円と見込んでおりましたところ、去る８月３日、対前年

度比９.９％増の１８億８,１４９万４,０００円での決定となりました。本補正後の地方交付税

の予算計上額１９億３,３５７万６,０００円のうち、特別交付税分２億円を除きました普通交付

税分は１７億３,３５７万６,０００円でございますので、普通交付税留保財源額は１億

４,７９１万８,０００円となるものでございます。 

 次に、１６ページ、１５款１項１目民生費国庫負担金２４万８,０００円の追加は、未熟児養

育医療費国庫負担金の前年度分精算交付による追加計上、２目衛生費国庫負担金、８１４万円の

追加は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の追加計上でございます。 

 次に、１７ページ、１５款２項２目民生費国庫補助金７５万円の追加は、保育所における新型

コロナウイルス感染症対策に係る保育対策総合支援事業費国庫補助金の追加計上、４目土木費国

庫補助金、２,４１６万１,０００円の減は、道路事業及び町営住宅更新事業等に係る社会資本整

備総合交付金の内示による減額計上でございます。 

 次に、１８ページ、１６款１項１目民生費県負担金４万２,０００円の追加は、未熟児養育医

療費県負担金の前年度分精算交付による追加計上でございます。 

 次の１９ページ、２項５目農林水産業費県補助金１,１１３万１,０００円の追加は、農業用水

路改修に係る農業農村整備事業費県補助金やため池劣化状況評価に係る農村地域防災減災事業費
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県補助金、受給飼料の生産性向上のための機械装置導入支援に係る畜産振興総合対策事業費県補

助金のほか、新型コロナウイルス感染症対策に係る農業労働力確保緊急対策事業費県補助金及び

園芸農業等総合対策事業費県補助金の追加計上、７目教育費県補助金５万９,０００円の追加は、

子供の読書週間形成定着支援事業費県補助金の追加計上でございます。 

 次の２０ページ、３項１目総務費県委託金２８万５,０００円の減は、経済センサス活動調査

委託金の追加計上及び福岡県知事選挙費県委託金の決定による減額計上によるものでございます。 

 次に、２１ページ、１７款１項２目利子及び配当金４４万６,０００円の減は、消防ポンプ自

動車購入及び防災整備基金ほか、２基金の預金利率の決定によるものでございます。 

 次に、２２ページ、１９款１項１目財政調整基金繰入金２億円の減、２目公共事業整備基金繰

入金４,０００万円の減は、今回の補正で歳入が歳出を上回ったことによるものでございます。

このことにより、当初予算における財源不足の補痾に係る基金繰入れは皆減となります。 

 次の２３ページ、２項１目住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金７７万１,０００円の追加

は、当該会計の歳入余剰見込み額の受入れによるものでございます。 

 次に、２４ページ、２０款１項１目繰越金、２億９,００２万８,０００円の追加は、令和２年

度一般会計の純繰越額が３億５,００２万８,０００円となりましたので、当初予算計上額

６,０００万円との差額分を追加計上しております。 

 次に、２５ページ、２１款４項２目雑入９２５万円の追加は、福岡県後期高齢者医療広域連合

に係る後期高齢者医療療養給付費負担金、前年度分精算金とコミュニティー助成事業助成金、地

域防災育成助成事業の追加計上及び県派遣副町長への公舎対応に係る住宅家賃収入の減額計上に

よるものでございます。 

 ２６ページ、２２款１項１目土木費２,３７０万円の追加は、道路改良等事業債及び町営住宅

建設事業債の決定及び決定見込みによるもの、２目臨時財政対策債、２,６１７万円の減は、決

定によるもの、３目農林水産業債１,２６０万円の追加は、緊急自然災害防止対策事業債の決定

見込みによるものでございます。 

 続きまして、歳出予算について御説明いたします。なお、今回の歳出予算の補正に当たりまし

ては、職員人件費につきまして、本年４月の人事異動等に伴う予算の組替えなど、全ての関係費

目の整理を行っております。また、歳入予算の補正に伴う財源組替えにつきましては、御説明を

割愛をさせていただきますので、併せてお願いいたします。 

 では、２７ページをお願いします。 

 １款１項１目議会費２,０００円の追加は、職員人件費の整理によるものでございます。 

 次に２８ページ、２款総務費１項１目一般管理費９７１万４,０００円の減は、職員人件費の

整理と、県派遣副町長公舎の火災保険料、賃借料の減額計上及び公印等見直し業務委託料の追加
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計上によるものでございます。 

 次の２９ページ、３目財政管理費５,５７４万９,０００円の追加は、住宅新築資金等貸付事業

特別会計からの歳入余剰を見込み金の繰入れに伴う公共事業整備基金積立金や教育保育施設整備

基金積立金、減災基金積立金の追加計上及び預金利率の決定による公共事業整備基金、預金利子

積立金の減額計上によるもの、５目財産管理費１３７万８,０００円の追加は、町有地の購買に

係る土地境界確定測量委託料及び土地不動産鑑定委託料の追加計上、１２目防災諸費２３１万円

の追加は、防災備品購入費の追加計上でございます。 

 次の３０ページ、２項１目税務総務費１１万２,０００円の減は、職員人件費の整理によるも

の、次の３１ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費８６万７,０００円の追加は、職員人件費の

整理とマイナンバーカード受取り再通知に係る郵便料の追加計上によるものでございます。 

 次の３２ページ、４項４目福岡県知事選挙費３７万６,０００円の減は、事業費の確定による

もの、次の３３ページ、５項２目指定統計費９万７,０００円の追加は、経済センサス活動調査

に係る調査員報酬及び消耗品の追加計上、次の３４ページ、６項１目監査委員費６９万６,０００円

の減は、職員人件費の整理によるものでございます。 

 次に、３５ページ、３款民生費１項１目社会福祉総務費２５４万４,０００円の追加は、職員

人件費の整理及びこれに伴う国民健康保険特別会計への職員給与費等繰出金の減額計上並びに国

の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて実施しております桂川町新型コロ

ナウイルス感染症緊急支援対策事業の一つであります罹患者見舞金につきまして、罹患者数の急

増に対応するため、事務費とともに追加計上しております。 

 次の３６ページ、４目重度障害者医療費１５０万円の追加、５目子供医療費４２万８,０００円

の追加、６目ひとり親家庭等医療費２３万４,０００円の追加は、それぞれ精算による前年度の

県補助金、返還金の追加計上、８目介護保険事業費１５５万７,０００円の追加、９目介護予防

事業費３３６万３,０００円の減、次の３７ページ、１０目地域包括支援センター事業費３０万

円の追加は、人件費の整理によるものでございます。 

 次の３８ページ、２項１目児童福祉総務費１６２万６,０００円の追加は、保育所民営化に伴

う吉隈保育所土地確定測量等委託料や善来寺保育園に対する新型コロナウイルス感染症対策に係

る保育対策総合支援事業費補助金のほか、精算による課年度の国庫負担金、補助金、返還金の追

加計上でございます。 

 ４目子育て支援費４６６万９,０００円の減は、職員人件費の整理によるもの、次の３９ペー

ジ、５目土師保育所費３６８万２,０００円の追加、６目吉隈保育所費１７９万７,０００円の減

は、職員人件費の整理と新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品及び備品購入費の追加計上

によるもの、次の４０ページ、７目子育て世帯生活支援特別給付金給付費９万４,０００円の追
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加は、精算による国庫補助金返還金の追加計上でございます。 

 次の４１ページ、３項１目国民年金費４１万５,０００円の追加、次の４２ページ、４項２目

人権センター運営費２,０００円の追加は、職員人件費の整理によるものでございます。 

 次に、４３ページ、４款衛生費１項１目保健衛生総務費２１６万９,０００円の追加は、職員

人件費の整理によるもの、２目予防費８１４万円の追加は、新型コロナウイルスワクチン接種対

策費の追加計上でございます。 

 次に、４５ページ、５款労働費１項１目失業対策総務費６４万３,０００円の減は、職員人件

費の整理によるものでございます。 

 次に、４６ページ、６款農林水産業費１項１目農業総務費９５万１,０００円の追加は、職員

人件費の整理と野添溜池及び湯の浦溜池に係る溜池劣化状況評価業務委託料や七浦溜池に係る県

営溜池等整備事業一般計画推進調査委託負担金の追加計上、並びに次の４７ページ、預金利率の

決定による鉱害復旧かんがい排水施設維持管理基金預金利子積立金の減額計上によるものでござ

います。 

 ４目農業振興費７０万７,０００円の追加は、県からのトンネル補助で、新型コロナウイルス

感染症対策に係る農業労働力確保緊急対策事業補助金及び園芸農業等総合対策事業補助金の追加

計上でございます。 

 農業労働力確保緊急対策事業補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等

により、帰国困難となりました外国人技能実習生の在留資格変更更新に伴う賃金のかかり増し経

費を助成するもの、また、園芸農業等総合対策事業補助金につきましては、緊急事態宣言等によ

り価格低下の影響を受けました野菜等の園芸品目を作付する農業者に対し、次の作付に必要な種

苗費、生産資材に要する経費の負担軽減を行うものでございます。５目、畜産業費１５２万

５,０００円の追加は、県からのトンネル補助であります福岡の畜産競争力強化対策事業補助金

の追加計上、６目農地費２,２００万円の追加は、県補助金を受けて実施します農業用水利施設

等改修工事の追加計上でございます。 

 次に、４８ページ、８款土木費１項１目土木総務費２,０００円の追加、次の４９ページ、

２項１目道路橋梁総務費２,０００円の追加は、職員人件費の整理によるもの、２目道路橋梁維

持費２５万３,０００円の追加は、道路管理等に係る資材等消耗品費の追加計上、次の５０ペー

ジ、３項５目都市再生事業費３００万円の追加は、桂川駅自由通路等整備事業に係るＪＲ九州と

の土地交換差金に伴う土地購入費の追加計上、次の５１ページ、４項１目住宅管理費７,０００円

の減、２目住宅建設費９４万５,０００円の追加は、職員人件費の整理によるものでございます。 

 次に、５２ページ、９款消防費１項１目非常備消防費１３０万３,０００円の追加は、消防団

備品購入費の追加計上及び預金利率の決定による消防ポンプ自動車購入及び防災整備基金、預金
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利子積立金の減額計上によるものでございます。 

 次に、５３ページ、１０款教育費１項２目事務局費５７９万６,０００円の追加。 

 次の５４ページ、５項１目桂川幼稚園費３３万２,０００円の追加。 

 次の５５ページ、６項１目共同調理場費４８万円の追加。 

 次の５６ページ、７項１目社会教育総務費１１万１,０００円の減。６目王塚装飾古墳館費

２,０００円の追加。７目図書館費９万６,０００円の追加。 

 次の５７ページ、８項３目総合体育館費２,０００円の追加は、いずれも職員人件費の整理に

よるものでございます。 

 次の５８ページ、１２款公債費、１項１目元金４５万７,０００円の減、２目利子１７９万

５,０００円の減は、既発行地方債の借入利率の一部見直しや新規発行地方債の借入利率の決定

などによるものでございます。 

 以上、簡略説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。 

 ただいまの課長の説明に対し質疑ありませんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません。２０ページ、１６款３款１項、３目ですか、県から

委託された経済センサス活動調査委託金９万７,０００円が計上されております。５点ほどお尋

ねします。 

 この経済センサス活動調査とは何を調べるのでしょうか。これはどこに委託するのですか。ど

のようにして調べるのですか。対象は農業も入るのですか。知り得た情報は、どのように保護さ

れますか。以上、５点お願いします。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○産業振興課長（小金丸卓哉君）  ご質問にお答えいたします。 

 予算書２０ページの１６款３項１目の３節ですね、経済センサス活動調査委託金、９万

７,０００円の件についてということで、まず何を調べるのかというところで、これは、日本の

産業分野における事業所や企業を対象に経済活動の実態を全国的及び地域的に明らかにする調査

でございます。 

 そして今２点目に、どこに委託するのかという御質問に対しましては、福岡県が桂川町に調査

を委託するものでございます。桂川町は調査員を任命して、調査票の配布や回収などを依頼して

おります。 

 ３点目に、どのように調べるのかという内容ですが、これにつきましては、調査票を配布いた

しまして、各種項目に事業者さんが回答していただくものなんですが、紙そのもの、調査票を提

出する方法とインターネットで回答する方法がございます。 
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 そして４点目が調査の対象には農業も入るのかという御質問ですが、調査の対象は桂川町内の

事業所や企業としておるため、農業者は対象とはなっておりません。 

 最後５番目の質問につきましては、情報の保護についてということで、この調査は統計法に基

づいて行われるものでございまして、調査を実施する関係者には守秘義務がございます。それと、

調査票の情報は、個人や事業所など、識別できない形で集計されること、そして、統計作成以外

の目的には使用が禁止されているということから、秘密の保護が図られているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません。私のちょっと聞き方が悪かったと思うんですけれど、

県から桂川に委託されたわけですけれど、この桂川の職員が調査に行くんですか。誰かにお願い

するのかなと思ったんですけれど。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○産業振興課長（小金丸卓哉君）  委託ということで、桂川町は調査員、これは役場職員を任命し

ております。業務時間中はできませんので、業務時間外に活動していただいているという状況で

ございます。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  ５１ページなんですけれども、住宅建設費が国県、これ国と思う

んですけど、２,３００万円ぐらいの減で、これを地方債におきかわっているのは、多分、説明

でようやくわかったんですが、町長が言われた社会整備、二反田Ｂ棟に関わるところの社会資本

整備総合交付金の減額によるものだろうと想定できるんですが、大きい額なんですけど、もとも

とのやっぱり額が大きいからこれぐらい２,３００万とかいうのは大体想定内なんですか減額は。 

○議長（原中 政燵君）  担当課長。原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  今回の減額については、県の内示に基づいて、減額を行ってい

るという状況でございます。（「想定内ですか」と呼ぶ者あり）そうですね。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  ２８ページの２款１項１目１２節委託料で５５万押印等見直し業

務委託料の委託先とこの押印等見直しとはどういうことか、お願いします。 

○議長（原中 政燵君）  総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  御質問にお答えいたします。 

 議員御承知のとおり、現在、国は法令や国の通知により押印廃止を進めております。そのこと

を受けて、申請書等における住民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るために、桂川町の

押印廃止の取組を全庁的に進めるために業務委託を行うために今回予算のほうを計上させてもら
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っております。まだ契約のほうは済んでおりませんので、議会で議決いただけたらそれから業者

のほうと契約という形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  はい、あと何点ありますか。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  はあ。 

○議長（原中 政燵君）  質問事項は何点ありますか。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  あと一つ。 

○議長（原中 政燵君）  お願いします。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  これのあと一つとあと１点あります。 

○議長（原中 政燵君）  もう一緒にされたら。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  一緒に言いますか。 

○議長（原中 政燵君）  はい。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  この委託先をまだ今から決めるっちゅうことですか。別の第三者

に委託するわけですかね。 

○議長（原中 政燵君）  はい、横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  民間のほうの業者のほうに一部委託をいたしまして、役場職員と合

同で全庁的にこの取組を進めていくように計画をしておるところでございます。 

○議長（原中 政燵君）  はい、澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  あと１点お願いします。 

○議長（原中 政燵君）  はい。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  ５０ページに、何か土地購入で３００万かなんか上がっていまし

たけど、どこの土地を買うんですか。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  この土地につきましては、桂川駅自由通路の整備に伴いまして、

自由通路は桂川町の道路ということで、そこに係る敷地をＪＲから買い取ると。これと併せて、

北側のロータリー広場、ここについてもＪＲから桂川町が買い取る。一方、桂川駅の南側に今桂

川町が所有しております桂川町の土地、ＪＲのほうで今仮設ヤードとか、保材線等で使用してい

る部分、ここを交換契約しまして、ちょっとＪＲから桂川町が買い取る面積のほうが多い関係上、

この交換差金として３００万の計上をさせていただいております。ちょっと内容については、予

算書の別紙のところに図面をお付けしておりますので、ちょっと確認していただければというふ

うに思います。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 
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○議員（６番 澹川瘋代子君）  それほとんどＪＲから買うんですね。 

○建設事業課長（原中  康君）  そうですね。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  はい、はい。 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３０号は、会期中、総務経済建設委員会、文教構成委員

会の各常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．議案第３１号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３１号令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。 

 本案について内容の説明を求めます。秦税務課長。 

○税務課長（秦  俊一君）  議案第３１号令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号）について御説明申し上げます。 

 議案書２９ページをお願いします。 

 提案理由といたしまして、繰越金等の予算計上に伴い、補正の必要が生じましたので、地方自

治法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、補正予算書にて御説明申し上げます。 

 補正予算書、２ページをお願いいたします。本予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ７７万１,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２８２万２,０００円に

定めようとするものでございます。 

 ７ページをお願いします。歳入でございます。２款事業収入１項２目住宅新築資金貸付金元利

収入８,０００円の増額、３目宅地取得資金貸付金元利収入１万円の増額は、調定額の決定によ

るものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。３款繰越金１項１目繰越金７５万３,０００円の増額は、前年

度からの繰越金の決定によるものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。歳出でございます。１款総務費１項１目一般管理費７７万

１,０００円の増額は、一般会計への繰出金でございます。 

 以上、簡略ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。 

 ただいまの課長の説明に対し質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 
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 ただいま議題となっております議案第３１号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第３２号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３２号令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。 

 本案について内容の説明を求めます。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の３０ページをお願いいたします。 

 議案第３２号令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について御説明申し

上げます。 

 本議案は令和３年度桂川町国民健康保険特別会計予算を、別紙のとおり補正したいので、地方

自治法第２１８条第１項の規定に基づき本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で御説明いたします。 

 タブレットの予算書④をお願いいたします。補正予算書の２ページをお願いいたします。既定

の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５,４４７万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１８億９３万７,０００円に定めようとするものでございます。 

 補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入でございます。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税

６９８万４,０００円の減額は、６月の保険税の決定によるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。４款１項１目保険給付費等交付金２２４万３,０００円の増額

は、財源調整によりお願いしております。 

 ９ページをお願いいたします。６款１項１目一般会計繰入金５２万４,０００円の減額は、担

当職員の人件費等の整理によるものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。７款１項２目その他繰越金５,９７４万１,０００円の増額は、

決定によるものです。 

 １１ページをお願いいたします。歳出でございます。１款１項１目一般管理費５２万４,０００円

の減額は、担当職員の人件費等の整理によるものでございます。 

 １７ページをお願いいたします。６款１項１目国民健康保険給付費等支払準備基金積立金とし

て、３,０００万円の増額をお願いしております。 

 １８ページをお願いいたします。８款１項３目償還金２,５００万円の増額は、国庫負担金等

の超過交付分の返還金でございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお
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願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。 

 ただいまの課長の説明に対し質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第３２号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第３３号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３３号令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてを議題といたします。 

 本案について内容の説明を求めます。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の３１ページをお願いいたします。 

 議案第３３号令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御説明申

し上げます。 

 本議案は令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算を別紙のとおり補正したいので、地方

自治法第２１８条第１項の規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で御説明いたします。 

 タブレット予算書⑤をお願いいたします。補正予算書の２ページをお願いいたします。既定の

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７３万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億１,２８３万５,０００円に定めようとするものでございます。 

 補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入でございます。３款１項１目事務費繰入金５０万４,０００円

の減額は、財源調整によるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。４款１項１目繰越金７３万３,０００円の減額は、決定による

ものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。５款２項１目雑入５０万４,０００円の増額は、決定によるも

のでございます。 

 １０ページをお願いいたします。歳出でございます。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納

付金７３万３,０００円の減額は、決定によるものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。 
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 ただいまの課長の説明に対し質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第３３号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第３４号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３４号令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（第１号）につい

てを議題といたします。 

 本案について内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  議案第３４号につきまして御説明申し上げます。 

 議案書３２ページをお開きください。本議案は、令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（第

１号）でございます。令和３年度桂川町水道事業会計予算を、別紙のとおり補正したいので、本

議会の決定に付するものでございます。 

 内容につきましては、別紙の桂川町水道事業会計補正予算書にて御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。第２条は、当初予算の第３条で定めました収益的収入及

び支出のうち、収入におきましては、水道事業収益を１３万８,０００円増額し、補正後の額を

２億３,２０２万７,０００円に、支出におきましては、水道事業費用を９３万１,０００円増額

し、補正後の額を２億２,１４９万４,０００円に定めようとするものでございます。 

 内容につきましては、４ページからの補正予算説明書で御説明させていただきます。 

 ４ページをお開きください。収入におきましては、１款２項４目雑収益の１３万８,０００円

の増額は、配水管の漏水工事の際に発生した濁り水の供給により、食品製造会社の汚損させた原

材料や半製品などの賠償責任保険によるもの、支出におきまして、１款１項１目原水及び浄水費

の５,０００円の増額及び２目配水及び給水費の５万７,０００円の減額は、職員の人件費の整備

によるもの、４目総係費の９８万円の増額は、職員の人件費の整理並びに先ほどの収入の際に説

明いたしました原材料や半製品などの損害賠償補償金によるものでございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上は議決賜りますようお願いいたしまして、提案

説明とさせていただきます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。 

 ただいまの課長の説明に対し質疑ありませんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません。せっかく説明していただいたんですけれどね、よく

わからないんですよ。収入のところで、水道賠償責任保険金というのが１３万８,０００円入っ

てきたわけですね。何か、何かがあって。そして、支出のほうで、損害賠償補償金って１８万
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９,０００っていう、何かこれが関連があるんですかね。もうちょっとわかりやすく説明してい

ただけませんか。この収入のほうと損害のほうと、わかりやすく、すいません、素人にわかるよ

うに説明していただきたいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  山本課長。 

○水道課長（山本  博君）  こちらの、ただいまの御質問でございますが、収入の１３万８,０００円

につきましては、漏水工事の際に濁り水が発生しております。その濁り水を水道水を使って食品

を製造している加工業者、こちらのほうが濁り水が混入しまして、製品原材料費と完成品前の半

製品、こちらが汚損される、色がついてしまう、そういったところが発生しております。そのた

め、申し出を受けまして、保険を通じて損害賠償を行うものでございます。この１３万

８,０００円につきましては、保険会社からの支払われる保険金でございます。そして支出の

１８万９,０００円につきましては、自己負担金が５万円発生しています。免責額でございます

が、こちらの、それで収入の１３万８,０００円に５万円を加味しまして、１８万９,０００円を支

出するものでございます。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  ただいま議題となっております議案第３４号は、会期中、総務経済建設

委員会に付託いたします。 

 なお、一般会計・特別会計決算審査特別委員の選任まで、このまま進行したいと考えておりま

すので、皆様の御協力をお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．認定第１号 

日程第１９．認定第２号 

日程第２０．認定第３号 

日程第２１．認定第４号 

日程第２２．認定第５号 

○議長（原中 政燵君）  認定第１号令和２年度桂川町一般会計歳入歳出決算の認定について、認

定第２号令和２年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第３号令和２年度桂川町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号令和２年度

桂川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５号令和２年度桂川町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、以上５件を一括議題といたします。 

 内容の説明を求めます。北原会計管理者。 

○会計管理者（北原 義識君）  議案書３３ページをお願いいたします。 
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 令和２年度桂川町一般会計及び特別会計の決算について、３３ページ、認定第１号から、

３７ページ、認定第５号まで、一括して御説明をさせていただきます。 

 この議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定をお願いするものでご

ざいます。 

 一般会計・特別会計の決算認定に当たりまして、議会に提出させていただきました資料は、タ

ブレットの令和２年度決算資料、オレンジ色のフォルダーに格納しておりますので、こちらのフ

ォルダーをお開きください。 

 資料は、（「ちょっと待ってね」と呼ぶ者あり）令和２年度決算資料。よろしいでしょうか。

資料は、①一般会計・特別会計決算書、②決算概要説明書、③主要施策の成果に関する説明書、

このほか、監査から示されました④一般会計・特別会計決算審査意見書でございます。御確認を

お願いいたします。 

 それでは、令和２年度決算資料内の②番の決算概要説明書により、御説明をさせていただきま

す。 

 ３ページをお願いいたします。令和２年度の決算について、総括的に示しておりますので、御

一読いただきたいと思います。 

 ４ページをお願いいたします。会計別総括表でございます。令和２年度の決算について、一般

会計及び特別会計の予算現額、収入済額、支出済額、差引額をまとめております。また、参考と

いたしまして、前年度の決算内容と対前年度比率を併記しているところでございます。 

 令和２年度一般会計では、収入済額８３億５,６３７万７,６４６円、支出済額８０億５７万

５,３６１円で、差引額、いわゆる形式収支額は３億５,５８０万２,２８５円となりました。 

 一般会計では、継続費逓次繰越及び明許繰越がなされておりますので、このうち、翌年度に繰

り越すべき財源５７７万３,９０１円を差し引いた実質収支額は、３億５,００２万８,３８４円

の黒字となっております。 

 一般会計と特別会計の合計は、収入済額１０２億１,９６２万１９２円、支出済額９８億

１７５万６,０７８円で、差引額は４億１,７８６万４,１１４円でございます。 

 なお、実質収支額は、４億１,２０９万２１３円となるものでございます。 

 ５ページから１２ページまでは、一般会計決算の状況でございます。款別にまとめております

ので、要点のみ御説明させていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。５ページ、歳入でございます。 

 １款町税は、本町の自主財源の根源をなすもので、収入済額は１１億７,５６７万３,０２６円、

歳入全体の１４.１％を占め、対前年度比３.２％の減でございます。収入割合のうち、対調定の

９６.８％は徴収率を示すものですが、徴収率と不納欠損につきましては、後ほど、別のページ
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で御報告をさせていただきます。 

 ２款地方譲与税は、本町では、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の

３税について譲与を受けております。収入済額は５,６４２万２,０００円、対前年度比１.１％

の増でございます。 

 ３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金は、それぞれ県税として

徴収された一部が交付されたものでございます。対前年度比は、利子割交付金及び株式等譲渡所

得割交付金で増、配当割交付金は減となっております。 

 ６款法人事業税交付金は、法人事業税の一部を財源として、県が町に対して交付するもので、

新たに交付されたものでございます。 

 ７款地方消費税交付金は、収入済額２億６,１４８万５,０００円、対前年度比２５.４％の増

でございます。 

 ９款環境性能割交付金は、令和元年１０月より自動車取得税に代わり、新たに環境性能割が導

入されたことに伴う交付金で、収入済額は６９９万２,０００円、対前年度比１１２.３％の増と

なっております。なお、自動車取得税交付金は廃款となっております。 

 １０款地方特例交付金は、収入済額１,２０３万１,０００円、対前年度比６７.８％の減です。 

 １１款地方交付税は、収入済額１９億６,０３１万３,０００円、対前年度比３.８％の増で、

このうち、普通交付税は前年度に比べて４.８％の増、特別交付税は２.７％の減となっておりま

す。 

 ６ページをお願いいたします。１３款分担金及び負担金は、保育料が主なもので、収入済額は

５,１４７万４,４５０円、令和元年１０月からの保育料等無償化の通年化により、対前年度比

３２.０％の減となっております。 

 １４款使用料及び手数料は、 町営住宅使用料など各種施設使用料、窓口手数料及びごみ処理

手数料などで、収入済額９,９２９万２,７０５円、新型コロナ対策による施設の利用制限の影響

もあり、対前年度比９.１％の減でございます。 

 １５款国庫支出金は、収入済額２６億４,５０２万５,４０７円、新型コロナ対策に係る特別定

額給付金給付事業国庫補助金及び地方創生臨時交付金により、対前年度比１９８.９％の増でご

ざいます。 

 ７ページをお願いいたします。１６款県支出金は、収入済額５億２,７２６万３,００６円、対

前年度比０.３％の減です。明許繰越分を含めた農林水産業施設災害復旧費県補助金はじめ、新

たに子育て世代包括支援センター利用者支援事業に係る県補助金、また国勢調査及び福岡県知事

選挙に係る県委託金などによるものです。 

 １７款財産収入は、収入済額２,２６０万３,２４９円、旭ケ丘団地売払い収入は、令和元年度
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と同じく２区画分で、対前年度比３.１％の減となっております。 

 １８款寄附金は、収入済額１億１,１７３万３,４４８円、ふるさと応援寄附金返礼品の拡充等

の効果により、対前年度比７８６.５％の大幅な増となっております。 

 １９款繰入金は、収入済額１億２,００８万２,２８０円、対前年度比４４８.４％の増は、桂

川駅周辺地区都市再生整備事業に伴う公共事業整備基金からの繰入金によるものです。 

 ２０款繰越金は、前年度からの明許繰越、逓次繰越分と合わせまして、収入済額２億６,４６３万

２,０５５円、対前年度比２５.９％の増となっております。 

 ８ページをお願いいたします。２１款諸収入は、収入済額１億３,２７４万８,９２０円、対前

年度比５.７％の増となっております。 

 ２２款町債は、収入済額８億７,２６０万２,０００円で、明許繰越分として、小中学校の校内

通信ネットワーク整備事業に伴う学校教育施設等整備事業債また桂川駅周辺地区都市再生整備事

業が盛期を迎えたことによる公共事業等債増加の影響により、対前年度比１０１.２％の増とな

っております。 

 以上、一般会計の歳入合計は、収入済額８３億５,６３７万７,６４６円で前年度に比べて

４２.２％増加しております。 

 ９ページをお願いいたします。９ページ、これより歳出でございます。 

 １款議会費は、支出済額６,４８６万４,３１８円で、議会に関わる経費を支出しております。 

 ２款総務費は、支出済額２１億６,５７６万１０５円で、特別定額給付金給付事業及びふるさ

と応援寄附業務委託料の大幅な増により、歳出全体の２７.１％を占め、対前年度比１９２.６％

の増となっております。 

 そのほか、国勢調査また第６次桂川町総合計画及び第２期桂川町まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定など実施しました。 

 ３款民生費は、支出済額２３億７,８５５万５９４円で、歳出全体の２９.７％を占め、対前年

度比８.３％の増でございます。 

 新型コロナ対策として、子育て世代を中心とした給付事業及び総合福祉センターの空調機器更

新工事を実施し、各種福祉計画の更新をはじめ、福祉、医療、子ども・子育て支援に関する各種

事業を行っております。 

 １０ページをお願いいたします。４款衛生費でございます。支出済額４億９,４６３万

５９７円、新型コロナ対策として、医療機関等への支援事業を実施し、各種検診、予防接種など

健康管理や健康増進、またごみ処理など健康で衛生的な生活環境を保持するための事業を行って

おります。新たな取組について妊娠期から子育て期における相談窓口として、子育て世代包括支

援センターを設置し、母子保健や子育て支援施策等の専門領域で支援をスタートさせました。対



- 48 - 

前年度比は１０.２％の増となっております。 

 ５款労働費は、支出済額３,０４２万７,２６５円、嘉麻・桂川広域シルバー人材センター委託

料及び同補助金が主なものでございます。 

 ６款農林水産業費は、支出済額１億３２３万５,１０１円、青年就農者の拡大などを目的とし

た農業次世代人材投資事業、荒廃農地の防止や改善を図る機構集積支援事業など、農林振興に関

する事業をはじめ、災害対策として、新たにため池ハザードマップの作成業務をスタートさせま

した。水利施設等の改修では、緊急自然災害防止対策事業の実施により、対前年度比１３.０％

の増でございます。 

 １１ページをお願いいたします。７款商工費は、支出済額１億１７１万９,７１８円、新型コ

ロナ対策としての中小企業事業継続支援金や住宅改修特別促進事業等により、対前年度比

３３８.９％増でございます。桂川町商工会への助成や「よかーけん」発行事業に係る補助など

を行っております。 

 ８款土木費は、支出済額１２億６,６８８万７,９５９円、道路、橋梁新設改良工事の実施、桂

川駅周辺地区都市再生整備事業並びに町営住宅二反田団地Ｂ等に係る実施設計及び造成工事に伴

い、対前年度比２０６.５％の増でございます。 

 ９款消防費は、支出済額２億２,８０８万６,５００円、飯塚地区消防組合負担金が主なもので、

防災活動、災害対策に取り組みました。 

 １０款教育費は、支出済額６億８,１２０万７,９８６円で、歳出全体の８.５％を占め、小中

学校空調整備事業の皆減などにより、対前年度比１８.７％の減でございます。 

 義務教育に係る経費や住民センター、王塚装飾古墳館など、社会教育施設の維持・管理経費が

主なものでございます。 

 学校教育では、ソフト面において引き続き少人数学級の実施など独自の取組を実施し、ハード

面では、小中学校校内通信ネットワークの整備と児童生徒一人ずつに対するタブレット端末の購

入により、教育におけるＩＣＴ化を推進しました。 

 社会教育では、特別史跡王塚古墳保存活用計画を策定しました。新型コロナ対策では、給食費

の免除や学校体育館のトイレ改修、住民センター大ホール空調及び町立図書館の換気設備改修工

事により、感染防止のための環境改善を図りました。 

 １２ページをお願いいたします。１１款災害復旧費は、支出済額６,３４４万１,３０５円、対

前年度比５２.２％の減です。 

 １２款公債費は、支出済額４億２,１８０万３,９１３円です。このうち、償還元金は地方債の

繰上償還元金１,５１６万７８６円を含め、４億２９３万４,１９６円、対前年度比４.９％の増

となっております。 
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 以上、一般会計の歳出合計は、支出済額８０億５７万５,３６１円で、対前年度に比べて

４２.６％増加しております。 

 １３ページをお願いいたします。ここでは、町税の徴収実績をまとめております。徴収実績の

合計では、徴収率が現年課税分９９.０％、滞納繰越分２８.７％で、前年度比では現年課税分で

マイナス０.３ポイント、滞納繰越分でプラス３.０ポイントとなっており、徴収率の合計

９６.８％は、前年度と比べて０.３ポイント高くなっております。 

 １４ページをお願いいたします。これより特別会計でございます。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入合計で、収入済額３６５万６,０８６円です。対前

年度比７２.８％の減は、令和元年度中の滞納整理に伴う補助金及び関連資産収入の配当が皆減

となったことによるものです。 

 １５ページをお願いいたします。歳出合計は、支出済額２９０万１,７０２円で一般会計への

繰出金が大幅に減となったことから、対前年度比７７.２％の減となったものでございます。実

質収支は７５万４,３８４円の黒字決算となっております。 

 １６ページをお願いいたします。土地取得特別会計は、実質的な事業がございませんでしたの

で、歳入歳出決算額はともに基金の預金利子の整理により２万８,７６５円、差引残額はゼロ円

となっております。 

 １８ページをお願いいたします。ここから国民健康保険特別会計でございます。 

 国民健康保険特別会計は歳入合計で、収入済額１６億５,９３８万４,２０８円になっておりま

す。 

 ２０ページをお願いいたします。歳出合計は、支出済額１５億９,９６４万２,１２３円で保険

給付費支払準備基金への積立てを実施しております。実質収支は５,９７４万２,０８５円の黒字

決算となりました。 

 ２１ページをお願いいたします。後期高齢者医療特別会計でございます。歳入合計では、収入

済額は２億１７万３,４８７円になっております。 

 ２２ページをお願いいたします。歳出合計は、支出済額１億９,８６０万８,１２７円で、実質

収支は１５６万５,３６０円の黒字決算です。 

 ２３ページをお願いいたします。ここでは、一般会計及び特別会計の不納欠損についてまとめ

ております。 

 地方税法第１５条の７第４項執行の停止が３年間継続したもの、同じく第５項納税義務者が死

亡または継承者がいないもの及び法人が倒産し、事業再開の見込みがないもの、同法第１８条第

１項徴収権を行使できる日から５年間を経過しているもの並びに桂川町債権管理条例第９条第

１項の規定により処分を行ったものでございます。不納欠損は全体で、延べ７９５件、７１８万
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７,４５５円となっております。 

 以上、令和２年度一般会計・特別会計決算について、簡略ではございますが、説明を終わらせ

ていただきます。 

 御審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２３．一般会計・特別会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

○議長（原中 政燵君）  それでは、ただいま議題となっています認定第１号から第５号までにつ

いては、総務経済建設委員会から３名、文教厚生委員会から３名、計６名の委員で構成する一般

会計・特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、地方自治法第９８条を付与し、

９月６日、７日、９日の３日間で審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、認定第１号から第５号については、

６名の委員で構成する一般会計・特別会計決算審査特別委員会を設置して、地方自治法第９８条

を付与し、会期中に審査することに決定しました。 

 ここで、一般会計・特別会計決算審査特別委員について、各常任委員会で選出し、委員長、副

委員長の選出も併せて行います。 

 暫時休憩といたします。 

午後２時08分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時19分再開 

○議長（原中 政燵君）  引き続き会議を開きます。 

 ただいま設置しました一般会計・特別会計決算特別委員については、委員会条例第７条第４項

の規定により、総務経済建設委員から青柳久善君、林英明君、下川康弘君、文教厚生委員会から

竹本慶澤君、澤川茗代子君、柴田正彦君の６名を指名したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名した６名を一般会計・

特別会計決算審査特別委員に選任することに決定しました。 

 なお、委員長に下川康弘君、副委員長に柴田正彦君、それぞれ選出されていますので、併せて

報告をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．認定第６号 
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○議長（原中 政燵君）  認定第６号令和２年度桂川町水道事業会計決算の認定についてを議題と

いたします。 

 本案について内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  認定第６号令和２年度桂川町水道事業会計決算の認定について御説

明申し上げます。 

 議案書の３８ページをお開きください。 

 本決算は、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、令和３年７月６日から７月９日ま

での４日間をかけ、桂川町監査委員より精力的な審査を頂き、決算の審査意見書を頂いたところ

でございます。このことを踏まえまして、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、議会

の認定をお願いするものでございます。 

 お手元のタブレットに、令和２年度桂川町水道事業会計決算書と監査委員の所見として提出い

ただきました令和２年度桂川町水道事業会計決算審査意見書を併せて掲載させていただいており

ます。 

 それでは、決算の内容説明を令和２年度桂川町水道事業会計決算書により、要点のみを簡略に

御説明させていただきます。 

 最初に、決算書の１３ページをお開きください。令和２年度桂川町水道事業の概況報告でござ

います。 

 本件、報告金額の消費税の取扱いに関しましては、収益的収支については消費税抜き、資本的

収支については消費税込みの金額となっておりますので、御了承をお願いいたします。 

 それでは、内容の説明に入らさせていただきます。 

 令和２年度の有収水量は１３６万１,６２８ｍ３で、前年度比較で１万５,６２２ｍ３の増加、

また給水戸数は５,８９８戸で、前年度比較で１５戸が減少しています。 

 水道事業収益は２億１,５９６万９,９８２円で、前年度比較で２１９万９,９７１円の減少で

す。主な原因は、その他の営業収益が３１８万５,２９１円減少したことによるものです。 

 次に、水道料金の未収金については、４１６万５,６２０円で、前年度と比較しますと、

３５万２,３８５円の増加です。 

 水道事業費用における支出は、１億８,３５４万４,６３８円で、前年度比較で３１２万

５,４３４円が減少しています。主な原因は、資産減耗費が２００万７,７０２円増加したものの、

営業費用の原水及び浄水費が５１３万６,２７７円減少したことなどによるものです。 

 今年度の不納欠損は９件です。内訳につきましては、債務者死亡が２件、破産２件、所在不明

が５件となっており、金額は１４万３,８５６円です。 

 収益的収支の決算状況では、当年度純利益が３,２４２万５,３４４円となりました。当年度未
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処分利益剰余金は、当年度純利益３,２４２万５,３４４円に、前年度繰越利益剰余金７,３７９万

７,２８５円を合わせた１億６２２万２,６２９円を計上しています。この当年度未処分利益剰余

金につきましては、一部を減債積立金及び建設改良積立金として処分した上で、次年度へ繰り越

す予定です。 

 資本的収支の収入はありません。支出は２,８２４万３４円となり、その不足する額２,８２４万

３４円は、過年度分損益勘定留保資金２,７１７万９,９９３円と当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１０６万４１円で補痾しました。 

 なお、事業の詳細につきましては、１４ページ以降に記載しておりますので、お目通しをして

いただきますようお願いいたします。 

 戻りまして、４ページをお開きください。令和２年度桂川町水道事業決算報告書でございます。 

 計上いたしております金額は、消費税込みの金額です。 

 収益的収入及び支出でございます。収入についてです。上段の表中、右から３列目の決算額に

ついて御説明いたします。 

 第１款水道事業収益は２億３,５２３万３,３４８円で、内訳といたしまして、第１項の営業収

益は水道使用料などの収益２億１,２４７万５５０円、第２項の営業外収益は、桂川町新型コロ

ナウイルス感染症緊急支援対策事業費補助金及び預金利子などの２,２７６万２,７９８円でござ

います。 

 次に、支出についてです。下段の表中、右から４列目の決算額について御説明いたします。 

 第１款水道事業費用は２億１７０万７,１３１円で、内訳といたしまして、第１項営業費用の

１億８,４８０万５,７５８円は、職員などの人件費、浄水場の動力費、修繕費などの費用です。

第２項営業外費用の１,６９０万１,３７３円は、企業債利息に係る費用及び消費税などです。 

 ５ページをお開きください。資本的収入及び支出でございます。 

 上段の表に記載のとおり収入はありません。 

 支出についてです。下段の表中、右から６列目の決算額について御説明いたします。 

 第１款資本的支出の決算額は２,８２４万３４円で、主な支出は第１項建設改良費の１,１６６万

４５１円は、排水ポンプインバータ回路据付き工事請負費やポンプ、流量計などの固定資産購入

費です。第２項は、企業債償還金として１,６５７万９,５８３円を支出しています。 

 ６ページをお開きください。令和２年度桂川町水道事業損益計算書でございます。 

 売上金額は消費税抜きの金額です。この表は、ただいま説明いたしました決算において、年間

の経営活動の状況をまとめたものです。 

 当年度の純利益は、右下から４行目に記載しております３,２４２万５,３４４円の黒字となり、

前年度からの繰越剰余金７,３７９万７,２８５円を加えた当年度の未処分利益剰余金は１億
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６２２万２,６２９円になっております。 

 次に、８ページをお開きください。こちらにつきましては、先ほど説明いたしました剰余金の

処分計算書でございます。 

 本件は、桂川町水道事業の剰余金の処分に関する条例第２条第１項及び第２項の規定によりま

して、未処分利益剰余金１億６２２万２,６２９円は将来の企業債償還金に充てるための減債積

立金１,０００万円、建設改良積立金１,０００万円として積み立てた上で、８,６２２万

２,６２９円を令和２年度への繰越利益剰余金といたしております。 

 ９ページをお開きください。令和２年度桂川町水道事業貸借対照表でございます。 

 売上金額は消費税抜きの金額です。 

 資産の部では、１の固定資産と２の流動資産を合わせた資産合計は、右下１行目に記載してお

ります１６億５,３８８万３,４９３円です。 

 １０ページをお開きください。負債の部では、３の固定負債、４の流動負債、５の繰り延べ収

益を合わせた負債合計は、右下に記載のとおり５億１,８５１万８,３１２円です。 

 １１ページをお開きください。資本の部では、６の資本金、７の剰余金を合わせた資本合計は、

右下から２行目に記載のとおり１１億３,５３６万５,１８１円です。 

 １０ページの負債合計と合わせた負債資本合計は、右下に記載のとおり１６億５,３８８万

３,４９３円となり、９ページの資産の部の合計と整合しております。 

 以上、簡略ではございますが、水道事業会計決算書の内容説明を終わらせていただきます。 

 御審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２５．水道事業会計決算審査特別委員会の設置及び付託 

○議長（原中 政燵君）  それでは、ただいま議題となっています認定第６号については、総務経

済建設委員会から２名、文教厚生委員会から２名、計４名の委員で構成する水道事業会計決算審

査特別委員会を設置して、これに付託の上、地方自治法９８条を付与し、９月１０日、１３日の

２日間で審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、認定第６号については、４名の委員

で構成する水道事業会計決算審査特別委員会を設置して、地方自治法第９８条を付与し、会期中

に審査することに決定しました。 

 ここで、水道事業会計決算審査特別委員について、各常任委員会で選出し、委員長、副委員長

の選出も併せて行います。 

 暫時休憩といたします。 
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午後２時32分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時33分再開 

○議長（原中 政燵君）  引き続き会議を開きます。 

 ただいま設置しました水道事業会計決算審査特別委員については、委員会条例第７条第４項の

規定により、総務経済建設委員会から青柳久善君、北原裕丈君、文教厚生委員会から竹本慶澤君、

大塚和佳君の４名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました４名を水道事

業会計決算審査特別委員に選任することに決定しました。 

なお、委員長には竹本慶澤君、副委員長に北原裕丈君がそれぞれ選出されていますので、併せて

報告いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．報告第５号 

○議長（原中 政燵君）  報告第５号専決処分の報告（損害賠償の額を定めること及びこれに伴う

和解）についてを議題といたします。 

 本件について内容の説明を求めます。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案書３９ページをお願いいたします。報告第５号専決処分につい

て御説明いたします。 

 本件は、令和２年１２月１８日に発生した車両事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれ

に伴う和解について、地方自治法第１１８条第１項の規定により、令和３年６月９日付で専決処

分をさせていただきましたので、本議会に報告するものでございます。 

 ４０ページをお願いいたします。本件の内容について御説明いたします。 

 損害賠償の額は５万１,３０５円でございます。 

 次に、事故発生の日時は、令和２年１２月１８日金曜日午前６時３０分頃で、場所は桂川町大

字土師２８番地６７４付近の道路でございます。 

 損害賠償の相手方の住所、指名につきましては、個人情報保護の観点から非公開とさせていた

だいておりますので、御了承をお願いいたします。 

 事故の概要は、事故発生場所である桂川町が管理する道路を左折する際、道路側溝上の鉄板に

左リアタイヤが乗り上げ、車のガソリンタンクが破損したものでございます。 

 損害の状況については、表記のとおりでございます。 

 事故の発生の原因は、相手方運転手が本来乗り上げるべきではない場所に乗り上げるという車
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両制限令を違反したこと、一方、町が管理する道路については、１年ほど前からグレーチングを

支えるブロックが破損していたため、応急措置として鉄板をグレーチングの上に溶接していまし

たが、度重なる車両の通過により、１年程度でグレーチングが鉄板から外れており、危険性があ

ることについての注意喚起を行うなどの配慮を欠いていたことでございます。 

 次に、４１ページをお願いいたします。 

 示談の内容につきましては、この事故に係る過失割合は町３０％、相手方７０％で、双方の割

合に基づき、町は相手方の物的損害額５万１,３０５円を相手方に支払うということ、また、双

方、本事故については、今後いかなる事情が発生しても、裁判上または裁判外において一切の異

議申立てまたは請求をしないという内容でございます。 

 ７に損害額及び賠償負担額区分、８に事故の現場の見取図を掲載しておりますので御参照くだ

さい。 

 なお、本件の賠償額につきましては、町が加入する全国町村会損害賠償保障保険により全額支

払いは完了いたしております。 

 以上、簡略な説明ではございますが、報告第５号についての説明を終わらせていただきます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 報告第５号専決処分の報告（損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について）を終わ

ります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．報告第６号 

○議長（原中 政燵君）  報告第６号健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 本件について内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書４２ページ、報告第６号健全化判断比率につきまして、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和３年度に公表する健

全化判断比率を別紙監査委員の意見書をつけて御報告するものでございます。 

 報告書の４つの指標は、令和２年度決算値にて算定しております。 

 それでは、実質赤字比率から御説明いたします。 

 実質赤字比率は、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び土地取得特別会計、いわゆ

る普通会計における実質赤字額の標準財政規模に対する比率でございますが、令和２年度は３億

５,０７８万２,０００円の黒字となりましたので、実質赤字比率は発生しておりません。 
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 次の連結実質赤字比率は、先ほどの普通会計の実質赤字額に国民健康保険特別会計、後期高齢

者医療特別会計及び水道事業会計の３つの特別会計における実質赤字額を加えた額の標準財政規

模に対する比率でございますが、令和２年度は９億８,６０４万１,０００円の黒字となりました

ので、連結実質赤字比率は発生しておりません。 

 次の実質赤字比率は、普通会計の公債費に一部事務組合に対する公債費負担金や繰出金等を加

えました町が負担すべき実質的な公債費に係る一般財源の標準財政規模に対する比率でございま

して、３.３％と算出しております。 

 次の将来負担比率は、普通会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

でございまして、６.７％と算出しております。 

 なお、ただいま御報告いたしました４指標は、議案書４２ページの健全化判断比率報告書の表

中、括弧内に示しております早期健全化基準の数値を大きく下回っており、本法における財政の

健全性を保っております。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 報告第６号健全化判断比率の報告についてを終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２８．報告第７号 

○議長（原中 政燵君）  報告第７号資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

 本件について内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  報告第７号資金不足比率の報告を行います。 

 議案書４３ページをお開きください。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和２年度桂川町水道

事業会計決算に基づき、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員

の審査に付し、その意見をつけて、当該資金不足比率を議会に報告するものでございます。 

 次のとおり、資金不足比率の報告を行います。 

 特別会計の名称桂川町水道事業会計。資金不足比率について、資金不足はございません。 

 以上、簡略ではございますが、報告を終わらせていただきます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ
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んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 報告第７号資金不足比率の報告についてを終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原中 政燵君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会といたします。お疲れさまでした。 

午後２時44分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


